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1問 題の所在

地球温暖化の進行による気候及び生態系への長期的影響に関する明確な

予測の問題は措 くとして,こ の現象が海水面の上昇,両 極における氷の融

解,異 常気象,生 物分布の変化 といった影響を地球規模で与えていること

は否定 しがたい事実であるように思われる。なかでも周極地域は温暖化に

より環境の劇的な変化を受けつつある地域の一つであ り,永 久凍土の融

解,氷 床や氷棚の減退 といった現象が多く見られている。 この地域におけ
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る氷の融解は,野 生動物の生息数に対 して深刻な影響を与えており,生 物

多様性や先住民の生活を脅かす問題 として学際的な関心を集めている。だ

が,周 極地域における氷の減少とエネルギー需要の増加を背景に活発化す

る経済活動は新たな国際法上の問題を照 らし出している。

それがカナダの北部沿岸を横断する 「北西航路(NorthwestPassage)」

及びロシア北部沿岸を横断する 「北東航路(NortheastPassage)」(又 は

「北極海航路(NorthernSeaRoute;NSR)」)(Dの 法的地位の問題である(2)。

これらの航路は年間の大部分が氷に閉ざされていたこともあってこれまで

沿岸国が事実上の管轄権を行使 してきたが,温 暖化の進行に伴 う氷の融解

により航行の危険が減少するとともに,従 来航行が困難あるいは採算に合

わないなどの理由により利用されてこなかった海上ルー トについて,経 済

性が確保されるならばこれを積極的に利用 しようとする機運が高まってお

り,そ の結果沿岸国の個別的利益と航行の利益という国際社会の包括的利

益との間の調整問題が生 じている。か くして,沿 岸国管轄権と,諸 国の自

由航行という国際利益の相克がそれらの航路の法的地位の問題をクローズ

ア ップさせてきたといえる。

現在,そ れらの海洋ルー トは年間の大部分を氷に閉ざされた海域 とし

て,国 連海洋法条約(UNCLOS)(3)第234条 が規定する 「氷結区域」の制度

(D本 稿 で は ロ シア の正 式 名 称 で あ る 「北 極 海航 路 」 の 名 称 を 使 用 す る。

(2>北 西航 路 の 法 的 地 位 の 問 題 は20世 紀 の 初 頭 か ら扱 わ れ て きた。 そ の 意 味 で は

この 問題 は 「古 くて 新 しい 」 国 際 法 上 の 問 題 点 を提 供 して い る と言 え よ う。 こ

の 問題 を 扱 う文 献 は 多 数 存 在 す るが,本 稿 で は主 に以 下 の 文献 を 参考 に した 。

DONATPHARAND,THENORTHWESTPASSAGE:ARCTICSTRAITS(1984);

ERIKFRANCKX,MARITIMECLAIMSINTHEARCTIC(1993);CENTERFOR

OCEANSLAWANDPOLICY,INTERNATIONALENERGYPOLICY,THE

ARCTICANDTHELAwOFTHESEA(MyronH.Nordquist,John

NortonMoore&AlexanderS.Skaridoveds.,2005)。 そ の 他 の 文 献 や

論 文 につ い て は適 宜 脚 注 の 中 で示 して い く。

(3)海 洋 法 に関 す る 国際 連 合 条 約(1982年 採 択,1994年 発 効)(以 下 「UNCLOS」/
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に服すると考えられる。ただし,地 球温暖化による北極海氷結区域におけ

る氷の融解により,そ の制度が今後も妥当するのかどうか改めて検討 して

みなければならないであろう。 というのも,後 にみるようにそれらの海上

ルー トはいずれもUNCLOS第34条 以下に規定される 「国際海峡」 となり

うる性質を備えていると思われるからである。

北極海周辺は南極 と同様に防衛,鉱 物資源,環 境保護及び汚染防止の側

面から重要な地域であるといえる。だが,南 極がさまざまな条約を通 して

国際化されてきた一方,北 極はその地理的,気 候的,戦 略的価値の相違に

より依然として沿岸諸国による管轄権上の権限の漸進的集積である 「潜進

的管轄権(creepingjurisdiction)」"し のびよる管轄権"一 のルー

ルに支配 されているω。事実,北 極海の沿岸国であるカナダとロシアは直

線基線を導入することにより,あ る種の囲い込みを同水域において図って

きた。例えばカナダは自国の北部沿岸に広がる北極海群島を直線基線で囲

い,そ の内側水域が内水であると主張 している。だがそれに対 し,直 接的

な利害関係国である米国はそこを貫 く北西航路が国際海峡であると主張 し

ている。か くして,北 西航路を含む 「直線基線内側水域の現在の法的地位

内水か,無 害通航権が認められる内水か,国 際海峡か,群 島水域に類

似 した海域か が極めて重要な問題になってくる」⑤のである。

そういった潜在的な国際性を備えるルー トにおける氷の 「限定的融解」

が,第234条 の氷結区域制度を存続 させるのかどうか。あるいは北極圏に

おける資源開発,船 体構造や航行に関する技術革新によって通航量が増加

する場合には 「氷結区域における通過通航制度」なる制度が新たに誕生す

＼ とす る)。

(4)ER工KFRANCKX,3πP'ηnote2,at6.

(5)拙 稿 「海 洋 環 境 及 び漁 業 資 源 保 護 の た め の一 方 的 行 為 一 カ ナ ダ に よ る海 洋

管 轄 権 拡 大 行 為 を 素 材 と して 一 」『近 畿 大 学 法 学 』第53巻3号 ・4号,2006年,

396頁 。
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ていない旨判示 されたが,そ のことは現在においても依然 として妥当する

ように思われる。カナダやソ連 と同じく北極海に利害関係を有する米国は

アラスカ北部の北極圏に対 して主権的主張をおこなったことはなく,セ ク

ター理論に言及 したことも無か った⑮。さらにノルウェー,フ ィンラン ド,

デ ンマークといった諸国 もそうした主張をおこなっていないことに鑑みる

とセクター理論に基づ く両国の主張は政治的な ものにとどまっていたとみ

なければならない⑯。

また実効的支配についても,北 極海は凍 りついた公海に過ぎないため領

有の対象にはな らず,ま たUNCLOS第121条 の島の定義にも含まれな

い⑰。北極海には陸地のような巨大な氷の層が存在するものの,国 際世論

の大勢は同地域を誰もが自由に使 うことのできる公海とみな していると思

われる。従 って北極海において権原を形成するのはセクター理論ではな

く,条 約をは じめとする合意を介 した承認であると考え られる⑱。ただ し,

カナダ北部に点在する大小無数の島々は陸地であり,従 って実効的支配の

対象となる。だがカナダはそうした実効性を介 した個別的 ・点的な支配よ

りもむしろ,セ クター理論による総体的 ・面的な主張を試みてきた。そう

したカナダの試みは成功せず,現 在カナダ政府はセクター理論をすでに放

棄 したとされている⑲。もっとも,カ ナダ北部の北極海群島の発見及びそ

れに続 く実効的占有の程度は,そ の地理的特性のゆえ,当 時の状況に鑑み

れば相当軽減されると思われるのであり⑳,結 果として1930年 代前後には

＼(Huber,J。,solearbitrator).

q5)IvanL。Head,∫ 配μ αnote8,at216.

㈹MALCOLMN.SHAw,即 ハαnote11,at456.

G7)PARRYANDGRANT,ENCYCLOPAEDICDICTIONARYOFINTERNATIONAL

LAW36(2ded.2004).

⑱IANBROwNLIE,∫ 尻1フπmote12,at144.

⑲ERIKFRANCKX,∫ 叩 槻note2,at90-91.

⑫① 定 住 が 困 難 で あ る よ う な 地 域 に お い て 実 効 的 占 有 の 要 件 が 緩 和 さ れ る こ と ノ「
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カナダ北部の北極海群島に対する同国の主権が国際的に認められていたよ

うである⑳。 さらに60年代には,「その群島は大陸の自然な延長を構成 して

おり,同 一の大陸棚を共有 している。群島はいかなる航路にもまたがって

いない。カナダは群島内の水域をカナダの領海とみな してお り,そ の主張

は米国によって認められてきた」⑳とまで主張されるに至る。 もっともそ

れは一方の側からの見解に過 ぎず,北 極海水域に対するカナダの管轄権の

問題を確定的に解決するものではなかった。

2.管 轄権の機能的拡張の試み 自然環境保護

カナダ北部沿岸に広がる北極海域に対する管轄権の問題は,外 国による

「作 用 」 に対 す る カ ナ ダ側 の 「反 作 用 」 と い う実 行 を 通 じて 顕 在 化 して き

た㈱。 北 極 海 域 に対 す る カ ナ ダ の政 策 は長 ら く,"wait-and-see"(静 観

様子見) つまり,積 極的な主張を行って諸外国を刺激するのではな く,

＼ は,パ ル マ ス 島 事 件,ク リ ッパ ー トン 島 事 件,東 部 グ リー ン ラ ン ド事 件 等 に

よ って 示 され て き た と こ ろで あ る。

⑳ERIKFRANCKX,3ゆronote2,at73。 カ ナ ダ は1880年 に北 極 海 地 域 の 領 有 権 を

英 国 か ら移 譲 され た が,そ の文 書 の文 言 が極 め て 抽 象 的 で あ った た め,そ の 地

理 的 範 囲 及 び性 質 が不 明瞭 で あ り,結 果 同 国 の 北極 海 地 域 に対 す る権 限 は不 完

全 な も の とな った 。砿at71-72.同 国 は1895年 に北 極 海 地 域 に対 す る 領 有 を 定

め る勅 令 を 発 す るが,外 国 か らの脅 威 が依 然 と して 存 在 した た め,さ ら に1907

年,上 院 議 員 に よ る セ ク タ ー理 論 に よ る領 有 が 主 張 され る に至 った。 厄at72.

そ の 後,北 極 海 群 島 の 領 有 につ い て デ ンマ ー ク,ノ ル ウ ェー,米 国 と い った 諸

国 との 競 合 が 生 じた も のの,こ れ らにつ い て は カ ナ ダ に よ る実 効 的 支 配 又 は金

銭 の 支 払 い に よ り漸 次 解 決 され,少 な くと も第 二 次 大戦 の 前 夜 ま で に は 北 極 海

群 島 に 対 す る領 有 権 の 主 張 の 対 立 は み られ な くな った 。 砿at73-74.

⑳IvanL。Head,躍 μαnote8,at218.

㈱ 「北 極 に お け る 政 策 形 成 の顕 著 な 特 徴 の一 つ は,そ れ が主 と して 作 用 一 反 作

用 の パ タ ー ン に よ って 形 作 られ て い る こ と」 で あ る。ERIKFRANCKX,5π ア'u

note2,at235.他 国 の 動 き に触 発 され る形 で 北 極 海 に 対 す る主 権 的 発 現 行 為 を

行 う政 策 は19世 紀 後 半 か らみ られ て い た よ う で あ る。566RobertS.Reid,跣 θ

Cαπα4'απα α枷 ω510v6'窃8麗yovεr漉8肱 ∫ε流∫qプ∫舵 ん℃∫'c,12CAN.YB.INT"LL.

111,113(1974).
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対外的な状況変化が生 じた場合にのみ,明 確な政策決定を行うことを通 じ

て自国の立場を対外的に意思表示する という立場を維持 してきた。カ

ナダ北部の北極海は年間の大部分を氷で覆われているため,カ ナダが沿岸

国管轄権を行使する機会をもたらしてこなかったのであ り,1960年 代前半

の時点においては,「氷に邪魔をされない海上航行がラブラ ドル海から北

極海又はボーフォー ト海への航海,ま たはその逆,に おいて現実のものに

なるとはほとん ど考えられない」状況であった⑳。それゆえ,航 海の危険

性及び経済的合理性に鑑みればカナダ北部沿岸に構成されているい くつか

の海峡が将来海運国によって使用される可能性は否定 されていたといえ

る⑳。同時にそれは当該水域の法的地位に対するカナダ政府の立場を明確

化する機会をもたらさなかったことを意味していた。

だが,1968年 にアラスカにおいて大規模な油田が発見されると,パ ナマ

運河を経由するよりも日数 と経費の両面で有利 となる北西航路に注 目が集

まるようになる⑳。そしてそれから1年 後の1969年 に米国のタンカーであ

る 「マンハ ッタン号」(the1吻 肋α伽π)が北西航路を航行するに至 り⑳,カ

⑳IvanL.Head,∫ 配p'ηnote8,at218.も っ と も,海 上 を 覆 う氷 の 影 響 を 受 け る

こ との な い潜 水 艦 の場 合 は 別 で あ る。 例 え ば,1958年 に米 国 の 潜 水 艦 が 世 界 で

初 め て べ 一 リ ング海 か ら北 極 点 を通 過 して グ リー ン ラ ン ドまで 到 達 し,1960年

に は や は り米 国 の 潜 水 艦 が 北 西 航 路 を 初 め て 潜 航 した ま ま横 断 した 。DONAT

PHARAND,3μ ρ'unote2,at147.そ れ を 受 け,1960年 代 以 降,米 国 は ソ連 北 部 の

北 極 海 航 路 が 公 海 で あ る と主 張 し始 め,そ れ に 対 して ソ連 は 対 応 を せ ま られ た

が,カ ナ ダ と 同様,ソ ビエ ト政 府 は70年 代 ま で は 明 確 な 主 権 の 存 在 の 主 張 を 北

極 海 沿 岸 に対 して お こ な う こ と は な か っ た。ERIKFRANCKX,即'ηnote2,at

146-61.

㈱ 厄(DONATPHARAND),at220.

㈱1985年 当 時,北 西 航 路 は太 平 洋 岸 か らパ ナ マ運 河 を経 由 す る よ り も,航 行 日

数 を30日 間 短 縮 で き,50万 ドル の 節 約 と な っ た 。TedL.McDorman,加`'z8

陥 舵q価8《p∂1αr∫6α 》」(】ακ磁 απ海1ぜ読cπoπ α,z4∫血θ1V∂π伽83∫1セ ∬αg¢27C.DE

D.623,624(1986).

⑳ マ ンハ ッタ ン号 事 件 につ い て詳 し くは,ERIKFRANCKx,∫ μρ'unote2,at75

及 び 櫻 田 大造 『カナ ダ 。ア メ リカ関 係 史』 明 石 書 店,2006年,225-29頁 を 参 照/
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ナ ダ政 府 は対 応 を 迫 られ る こ と と な っ た。 北 極 海 と そ こ に存 在 す る群 島 は

カ ナ ダの ア イデ ン テ ィ テ ィの 源 泉 で あ り,重 要 な 国 家 的 遺 産 と いえ る。 マ

ンハ ッタ ン号 の 航 行 は大 陸 カ ナ ダ と北 極 海 群 島 を 象 徴 的 に切 り離 す 効 果 を

も った た め,そ れ らの 一 体 性 確 保 を 目指 す 動 きを 活 発 化 させ る結 果 とな っ

た。 この事 件 を き っか け と して,そ れ まで 陸 地 に対 す る問 題 で あ った カ ナ

ダ北 部 北 極 海域 の 問 題 が,海 洋 管 轄 権 の 問 題 へ と シ フ トして い くこ と にな

る㈱。

カ ナ ダ は1970年 に 「領 海 及 び 漁 業 水 域 法 」 を 修 正(ActtoAmendthe

TerritorialSeaandFishingZonesActof1970)し て 領 海 を3カ イ リか ら

12カ イ リへ と拡 大 す る と と もに ㈱,「 北 極 海 汚 染 防 止 法 」(ArcticWaters

PollutionPreventionAct)(以 下 「AWPPA」 とす る)を 制 定 し,北 極 海

群 島 の周 囲100カ イ リを 汚 染 防 止 海 域 と した⑳。 前 者 は 領 海 の拡 大 と い う

「穏 健 な 措 置」GDで あ った と い え る が,後 者 に つ い て は そ れ が カ ナ ダ沿 岸

100カ イ リま で 管 轄 権 を拡 大 した上 に,同 海 域 を 航 行 す る船 舶 に対 して カ

ナ ダ が定 め る建 造 及 び設 計 基 準 の遵 守 を要 求 し,さ らに違 反 船 舶 に つ い て

は 同 国 の執 行 管 轄 権 を容 認 す る もの で あ った た め,当 時 の 国 際法 上 明 らか

に 問 題 が あ っ た とい え る⑳。 カ ナ ダ もそ の 点 を 認 識 して い た よ うに 思 わ

＼ の こ と。 な お,マ ンハ ッ タ ン号 の 任 務 は 米 国 の 東 海 岸 を 出発 し,北 西 航 路 一

具 体 的 に は パ リー 海 峡(ParryChannel)を 通 る ル ー トー を 通 航 して ア ラ ス

カ の ポ イ ン トバ ロ ー(PointBarrow)で 原 油 を 積 み 込 み,再 び戻 る こ と で あ っ

た。 厄(ERIKFRANCKX).

(2814。at76.

⑳ カ ナ ダ は1964年 に 自国沿 岸 に12カ イ リの 漁 業 水 域 を 設 定 して い た(う ち領 海

は3カ イ リ)。

⑳ ソ 連 も1971年 に 北 極 海 航 路 管 理 局(AdministrationoftheNorthernSea

Route)を 設 立 し,航 行 の監 視 や規 制 等 に関 して管 轄 権 を強 化 す る勅 令 を発 して

い る。 ∫εεtheDecreeoftheCouncilofMinisters,',dlI。LM.645(1972).

⑳ERIKFRANCKX,3麗 ρπznote2,at84.

(3⑳ 厄at87。 ∫68αZ30DonaldR.Rothwell,ηZ6Gα πα4'απ一α鼠1Vo菰漉w6∬ 勲 ∬α86

D'卿 磁θごARω ∬8∬〃zθ'2426CORNELLINT・LL.J.331,339(1993).
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れ,そ のことは同法を制定するに先立ち同国が国際司法裁判所の管轄権受

諾宣言について,同 国の隣接海域における環境汚染に関する紛争に対 して

留保を付 した事実㈱か らも推察される。実際 カナダによる一方的な国内

措置は,直 接の利害関係国である米国か ら強い反発を招いた6φ。米国政府

は,カ ナダによる公海に対する管轄権の一方的拡張には国際法上の根拠が

なく,米 国としては受諾 も黙認 もできないとした㈲。 さらに,も し米国が

抗議をしなければカナダの行為が先例となり,世 界各地で同様の一方的な

管轄権拡大行為が発生 し海洋の自由利用が損なわれるという晩

このように国際的航行の規制は常に利害関係国か らの反発が予想される

のであり,し たがって規制を強化 しようとする沿岸国はさまざまな要素を

注意深 く比較衡量 しつつ,自 国の立場を正当化する必要がある⑳。 この点,

AWPPA制 定に際 し当時のカナダ首相 トル ドーは国内強硬派の存在にも

関わらず,北 極海群島海域に対する主権の明示的主張を意識的に回避する

ことによって,特 に直接的な利害関係国である米国との国際的な対立の激

化を避けようとしていた㈱。彼は,カ ナダ政府の措置が北極地域の重要性

に鑑みた 「人類のため」の措置であると述べ,国 際社会に同国の政策の理

解を訴えている㈱。また,上 記の米国政府による抗議に対 し,カ ナダ政府

㈱1.C.J.Y.B.1984-1985,71.

鱒 ∫86DepartmentofStatestatementofApril1970,即,η4膨4〃 π91.LM,605

(1970).

㈲ 砿 米 国 に よ れ ば,北 極 は そ の 特 異 な 自 然 環 境,国 際 貿 易 ル ー ト と し て の 重 要

性 及 び 天 然 資 源 の 存 在 に お い て 人 類 全 体 に と っ て 重 要 な 地 域 で あ り,従 っ て 国

際 的 な ル ー ル を 形 成 す る こ と が 重 要 で あ る と い う 。 厄at606.カ ナ ダ 政 府 も そ

の 点 は 同 意 し て い る 。 ∫66SummaryofCanadianNoteofApril1970,'即'η 一

伽c84加91.L.M.607(1970).

㈹DepartmentofStatestatementofApril1970,3叩'ηnote34,at606.

67)LINDYS.JOHNSON,COASTALSTATEREGULATIONOFINTERNATIONAL

SHIPPING132-33(2004).

㈱RobertS.Reid,∫ 叩Aαnote23,at118-19.

㈲ ∫66PierreE。Trudeau,Cα πα4∫απPr〃 π6〃 〃z'∫館〆∫R6'73α'嚢∫oπ'〃8P1ηpo384乙8g-/
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は環境保護が国家の安全保障問題さらには自衛の問題であり,カ ナダ国民

と国際社会のために北極 という独特な自然環境を保護するべ く法的措置を

とるのだと説明 している㈹。こうしてカナダは北極海に対する直接的な主

権の主張を避け,代 わりに 「汚染防止に関する機能的な管轄権」を主張す

ることによって,北 極海地域における主権に関する国際的な主張の対立を

遡上に載せ ることを防こうとしたのであるω。だがそうした対外的な懐柔

策とは別に,北 西航路が内水を構成するというカナダの基本的な立場は,

マ ンハ ッタン号事件を契機としてより意識的に基本政策として醸成されて

いったといえる幽。カナダは以後,多 国間主義 と単独行動主義の微妙なバ

ランスを模索する政策へと軸足を移 してい くことになる。

3.管 轄権の機能的拡張の国際的承認UNCLOS第234条

カナダ政府は自国の国内法であるAWPPAの 正当性 を獲得するため,

第三次国連海洋法会議において積極的な動きを見せた㈹。その成果がUN-

CLOS第234条 の規定する氷結区域の制度である。

「北極条項」と称されることもあるこの規定は関係当事国であるカナダ,

ソ連及び米国が直接交渉をおこなった数少ない規定の一つである㈹。 この

＼f3傭oπ,9LLM.600,601(1970).

㈲ ∫ε8SummaryofCanadianNoteofApril1970,5叩,unote35,at608-11.

ωERIKFRANCKX,3配P'ηnote2,at88,295.

働DONATPHARAND,即'ηnote2,at88.1970年 の 時 点 で カ ナ ダ は,北 西海 路 が

国 際 海 峡 で あ る と い う あ らゆ る主 張 を 拒 否 す る と述 べ て い る。5ε6Summary

ofCanadianNoteofApril1970,3麗 ア1ηnote35,at612.そ の 立 場 は1980年 代 に

至 っ て も踏 襲 さ れ て い た。388LESLIEC。GREEN,INTERNATIONALLAW:A

CANADIANPERSPECITvE167n.59(1984).

㈹ERIKFRANCKx,3配 ρ,ηnote2,at95-96.な お,1977年 に カ ナ ダ は200カ イ リ漁

業 水 域 を設 定 す る と同時 に,AWPPAの 適 用 範 囲 を 同 水 域 へ 拡 大 して い る。

㈹4UNITEDNATIONSCONVENTIONONTHELAWOFTHESEA,1982:ACOM-

MENTARY393(MyronH.Nordquist,ShabtaiRosenne,AlexanderYankov

&NealR.Grandyeds.,1990).
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条項の起源は 「特別な事情」による 「特別の措置」の許可を模索 した,1974

年の国連海洋法会議第2会 期におけるスウェーデンの提案である(な お,

同会期においてカナダ代表 も環境保護が求められる水域 として 「氷結水域

(ice-coveredwaters)」 に言及 している)。この提案は1976年 の第4会 期

において排他的経済水域内の 「特別水域(specialareas)」 と 「重要水域

(criticalareas)」 とに分離され,紆 余曲折を経てそれぞれ第211条6項 と

234条 という2つ の条項 として結実 した㈲。まず,第211条6項 は沿岸国が

自国の排他的経済水域内の 「特別水域」(公 定訳では 「特定の水域」)に お

いて,海 洋環境や資源を保護するために特別な措置をとる「合理的な理由」

がある場合には,権 限のある国際機関の決定に基づき,当 該水域の 「特別

の事情に応ずるため」に一定の制約の下で船舶起因汚染に関する法令を制

定することを認めている。第234条 は氷の存在による航行の危険性及び当

該水域の海洋環境の脆弱性に鑑みて,よ り厳格な規制権限の必要性が認め

られたことで成立 した条項である。同条は次のように定めている。

第234条

「沿岸国は,自 国の排他的経済水域の範囲内 にお ける氷 に覆われた水域であ って,

特 に厳 しい気象条件及 び年 間の大部分 の期 間当該水域 を覆 う氷の存在が航行 に障害

又は特別の危険を もたら し,か つ,海 洋環境 の汚染 が生 態学的均衡に著 しい害又 は

回復不可能な障害を もた らす おそれのある水域 において,船 舶 か らの海洋汚染の防

止,軽 減及び規制のための無差別 の法令 を制定 し及 び執 行す る権利を有す る。 この

法令は,航 行並び に入手可能な最良 の科学 的証拠 に基 づ く海洋 環境 の保護及 び保全

に妥当な考慮を払 った もの とす る。」

㈲ 厄at394-95.こ の 点 につ き,栗 林 忠 男 『注 解 国 連 海 洋 法 条 約(下 巻)』 有 斐

閣,1994年,144-46頁 も参 照。
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第234条 の成立により,氷 結区域とされる水域において沿岸国は最低限

の国際的な規則又は基準に拘束されるものの,よ り厳格な規制を一方的に

課すことが可能となった。こうして第234条 は周極地域における主権的主

張あるいは管轄権に関する一般的な主張を直ちに認めるものではないもの

の,実 際には船舶起因汚染に対する沿岸国の権限を排他的経済水域の範囲

内で拡張する効果を有することとなった㈲。氷結区域制度の成立は,カ ナ

ダの国内法であるAWPPAの 国際的な承認を示す結果 となったといえ

る⑳。 もっとも,第234条 には解釈上の問題点が残されていたし,同 制度と

同じくUNCLOSに おいて制度化された国際海峡制度 との関係はまった く

不明確であった。 この点については後で検討する。

4.排 他的管轄権獲得の試み 直線基線

こうしてUNCLOSに 挿入 された第234条 であるが,そ れが慣習国際法

規範の結晶化でなかった以上,そ の規定が法的な拘束力を獲得するために

はその母体であ るUNCLOSが 発効するのを待たなければな らなか っ

た⑱。従 って,1982年 の同条約の採択以降,「利害関係国の主張が対立 して

いた北極海域に適用される第234条 の規定は,依 然国家実行の進展によっ

て具体的な規律内容が精緻化される側面を有 していたと考えられる押 。

1985年 の 「北極海号」(theP∂1αr∫ω)の 航海はそうした中で発生 し,カ

ナダ政府を再度刺激することになった。ただし,「マンハ ッタン号」の際と

㈹ERIKFRANCKx,∫ 麗p'ηnote2,at398.「 沿 岸 国 の 国 内 法 令 は,船 舶 の 排 出 の

み な らず 二 重 船 底 の要 求 な ど,船 舶 の 設 計 ・構 造 ・設 備 ・配 乗 に まで も関 す る

こ とが で き,こ れ につ い て は,国 際 的 規 制 ・基 準 の 関 与 す る余 地 は な い ほ ど沿

岸 国 は広 範 な規 制 権 を有 して い る。」 栗林 『前 掲 書』,146頁 。

㈲DONATPHARAND,3叩'ηnote2,at108,120.

㈹ も っ と も,第234条 が慣 習 国 際 法 で あ る と主 張 す る論 者 も存 在 す る。 ∫88Do.

NATPHARAND,3尻Pπznote2,at108-9.

㈲ 拙 稿 「前 掲 論 文 」(註(5)),394頁 。
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は異なり,今 回は航海の2ケ 月前には合衆国政府か らカナダ政府に対 し

て,同 船が北西航路を航行することを伝えていた6①。米国はさらに,そ の

航海を北西航路の国際的な性格を示すための証拠 として用いないことを確

約 し,カ ナダ側の係官の搭乗をカナダ政府に打診 していた6D。それにもか

かわらず,こ のことが公にされると,カ ナダの世論は激 しく反発し,カ ナ

ダ政府は対応をせまられた。そこでカナダ政府は米国に対し,北 西航路を

航行するための許可を得るよう要請 した。それは群島海域内の水域が内水

であるという立場から行われたものであったが,法 的な根拠はまったく存

在せず,米 国もこの要請を受入れようとはしなかった6カ。結局,カ ナダ政

府は一方的に北極海号に対 して通航許可を与えた⑬。

この事件はそれまでの国内法では十分な規制権限が及び得ないことを明

らかにし,そ れ以降カナダの世論は政府に対 して北極海域における管轄権

強化の積極策を求めるようになった。それを受け,カ ナダ政府はカナダ北

部沿岸の群島海域周囲に直線基線を引 くことを決定 した働。その際,政 府

高官はいくつかの正当化事由に言及 している。すなわち,基 線は 「歴史的

内水(historicinternalwaters)」 を囲い込むものであ り,さ らに安全保障,

環境保護,イ ヌイ ットの生存6$,国 家 としての独立のためには群島海域に

(5①ERIKFRANcKx,∫ μP'ηnote2,at89.

6D1諾

働 砒

㈹ カナ ダ政府が北西航路 の使用許可 を米 国の意思 とは無関係に発行 したの は,

北西航路に対す る管轄権 の存在 を象徴的 にア ピールす る狙いがあ った と思われ

る。 櫻田 『前掲書』(註 ㈱),348頁 。

働 本稿末 の地 図に直線 基線 は描か れていな いが,そ の基線 に準拠 した200カ イ

リの排他的経済水域が点線で示 されてい るので参照 されたい。

㈲ 北極圏の環境保護 と生物資源管理 はイヌイ ッ トに とって死活問題であ る。 カ

ナダの北極圏環境保護問題 を,先 住民(イ ヌイ ッ ト)の 権 利(ヌ ナ ビッ ト準州

創 設)の 観 点か ら考 察 した文 献 と して次 を参 照。PETERJULL,POLITICS,DE.

vELOPMENTANDCONSERvATIoNINTHEINTERNATIONALNORTH(1986).同

書 はイ ヌイ ッ トの土地を イヌイ ッ トの手 に返 し,彼 らが長年 にわた り送 って き/
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対する完全なる主権(fullsovereignty)が 必要である,と ㈱。その根拠と

して,「 カナダは北極圏に位置す る国家」であり,国 際社会は長い間カナ

ダとその北部の群島が一体であることを認めてきたというGの。

だがそうした正当化にも関わらず,果 た してカナダによる直線基線が国

際法上認められるかどうか微妙な点が残るように思われる。ノルウェー漁

業事件劔でICJが 示 した 「海岸の一般的方向性」,「密接な関連性」,「経済

的利益」 という直線基線 に関する3つ の要件働は,直 線基線制度を定める

UNCLOS第7条 においてそのまま引用され,「海岸線が著しく曲折してい

る」又は 「海岸に沿 って至近距離に一連の島がある場所」 という地理的要

件,並 びに 「海岸の全般的な方向から著 しく離れて」引いてはならず,そ

の内側の水域は 「内水 としての規制を受けるために陸地 と十分に密接な関

連を有 していなければならない」という実体的要件㈹として結実 している。

これ らの要件に照 らした場合,カ ナダが引いた直線基線は実定国際法上の

＼ た 環 境 調 和 的 な経 済 活 動 を認 め る こ とが,カ ナ ダ の 北 極 海 地 域 に お け る環 境 保

護 と主 権 の 主 張 の 正 当性 につ なが る と結 論 付 け て い る。 砿at61-75,93-107.

㈹36εStatementintheHouseofCommonsbytheSecretaryofStateforEx-

ternalAffairs,Septelnber10,1985,即10伽cθ ぬ π241.LM.1723,1725-26

(1985)。 も っ と も,カ ナ ダ は 外 国 船 舶 が通 航 す る可 能 性 を 否 定 して い た わ け で

は な か った 。 厄at1725-26.

(57)14.at1724.

㈱FisheriesCase(U.K.v.Nor。)19511.C.J.116(Dec.18).

691と1.at133。

㈹ も っ と も,第3項 の 「十 分 に密 接 な 関連 」 とい う要 件 に つ い て は,具 体 的 な

数 値 は 示 され て い な い し,ま た一 般 的 に受 入 れ られ て い るよ うな 基 準 も存 在 し

て い な い 。 た だ,そ の 内水 が 陸 地 とか な り近 接 して い な け れ ば な らな い こ と は

明 らか で あ ろ う。2UNITEDNATIONSCONVENTIONONTHELAWOFTHESEA,

1982:ACOMMENTARY102(SatyaN.Nandan,ShabtaiRosenne&NealR.

Grandyeds.,1993).同5項 は直 線 基 線 を 引 く際 に 「そ の 地 域 に特 有 な 経 済 的 利

益 で そ の 現 実 性 及 び重 要 性 が 長 期 間 の慣 行 に よ っ て 明 白 に 証 明 され て い る もの

を考 慮 に 入 れ る こ とが で き る」 と して い る が,こ の部 分 の 援 用 は 第1項 の 要 件

を 満 た した 場 合 に の み 認 め られ る と され て い る。 厄at103.
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根拠が不十分であ ったという主張 も十分成 り立つであろう㈹。確かにノ

ル ウェー漁 業事件 において国際司法裁判所 は 「特 別 の事情(specia1

conditions)」 を考 慮 す る可 能 性 に言 及 して い る㈹ が,カ ナ ダ に よ る直 線 基

線はそうした 「特別の事情」により正当化するにはあまりにも長大かつ海

岸の一般的方向性及び一体性の要件か ら著 しく逸脱 しているように思われ

る㈱。加えて,1986年 に新たに設けられた直線基線内側水域は,カ ナダが

1970年 に領 海 を3カ イ リか ら12カ イ リへ 拡 張 した 際 の,さ らにそ の 外 側 の

水域も含んでいる。従って,直 線基線内側水域が完全な内水であると主張

するのは困難であるように思われる。

なお,こ の時カナダは1970年 に付 したICJの 管轄権受諾宣言に対する留

保を撤廃 している㈹。留保の撤廃はICJの 管轄権を拡大させ,法 廷への敷

居を低 くすることを意味する。 これによりカナダは自国の政策の対世的な

正当性を強化 しようとしたとも考えられるかも知れない。 しかし,北 西航

㈲ こ の点 に つ き,拙 稿 「前 掲 論 文 」(註(5)),396頁 も参 照。 カ ナ ダ の 直線 基 線 は

ノ ル ウ ェー 漁 業事 件 で 示 され た 要 件 に反 す る もの で は な い と主 張す る見 解 もみ

られ る。3ε61vanL.H鰍d,C侃 α4'α7zαα伽3∫o艶rr"or'αZ30vε 雇8吻 ア∫πぬ8A1℃ ∫'c

R8g'01z3,9MCGILLLJ.200,219(1963).さ らに,そ れ らの要 件 に は 「創 造 的解

釈 」 の 余 地 が あ る と主 張 す る論 者 も あ る。 ∫66CynthiaLamson&DavidVan-

derZwaag,ん ℃∫'c陥`6'ゴ1艶843α π40μ ∫oη∫プわrCαπα4∫α1π一んπ副cαπCooPαuf'oπ,

180CEANDEv.&INT'LL。49,79-80(1987).

㈹"[D]rawingof[straight]baselinesmustbeadaptedtothespecialcondi-

tionsobtainingindifferentregions."FisheriesCase,甜p槻note58,at133。

㈹ もっ と も,年 間 の大 部 分 が 氷 に よ って 接 続 され る事 実 に よ り大 陸 部 と不 可 分

の物 理 的 一 体 性 を北 極 海 群 島 が 構 成 して い る とい う議 論 を お こ な う こ と が可 能

で あ り,ま た過 度 に長 い 基線 に つ い て は,歴 史 的 な 利 用 に依 拠 す る こ と で対 処

可 能 で あ る と い っ た 主 張 も存 在 す る。 ∫88DONATPHARAND,∫ 配ア'ηnote2,at

112.後 者 の 点 に 関 し,ノ ル ウ ェー 漁 業 事 件 に お い て ノ ル ウ ェー も歴 史 的 権 限

(historictitle)に 言 及 して い る。 た だ し,同 国 は一 般(国 際)法 の 「適 用 」 方

法 を,他 の 関連 要素 と も合 わ せ,正 当化 す る た め に補 足 的 に言 及 した に過 ぎず,

法 に よ って 認 め られ な い特 別 の 権 利 を歴 史 的 要素 の み に よ って 引 き 出す た め で

はな か った 点 に注 意 が 必 要 で あ る。FisheriesCase,∫ 叩 澱召note58,at133.

⑥91.C.J.YB.1992-1993,79.
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路に対 して直接的利害を有 していた米国は,当 時ICJに 係属していたニカ

ラグア事件㈹の管轄権判決後,ICJへ の出廷を拒否 していた。従って,

ICJの 管轄権に対する留保の撤廃に伴 う訴訟の危険性は,当 時の状況から

すれば相対的に低かったと考えられる㈹。カナダの留保撤廃は同国の強い

意思の現れと見ることもできるが,い ずれにせよそれが直ちに同国の政策

の正当化を意味することにはならないであろう。

事実,直 線基線の導入によって北西航路の法的地位が明らかになったと

はいえず,カ ナダと米国は依然として対立状況にあった。前述のように,

カナダは直線基線内側水域が,そ の歴史的な権限とも相侯って,内 水を構

成すると主張 していた。一方,米 国 は1958年 条約第5条2項 及びUN-

CLOS第8条2項 を援用 しつつ,直 線基線によって囲まれた水域では依然

として無害通航権が適用されると主張していた㈹。さらに米国は海峡制度

を定めるUNCLOS第35条 にも依拠 し,そ れが国際海峡であると主張 し

た⑱。米国は北西航路を自由航行が認められる国際海峡であるとみな して

いたし,カ ナダの歴史的権限の議論は米国の主張に十分対抗できるような

内実を備えていなかった㈹。結局直線基線の設定は,北 西航路の法的地位

に関する争いに終局的な解決をもたらすものではなかったのである㈹。

㈲MilitaryandParamilitaryActivities(Nicar.v.U.S.),19861,C.J.14

(June27).

㈹ERIKFRANCKX,即'ηnote2,at100-01.米 国 は1985年 に受 諾 宣言 を 完全 に 撤

回 して い る。 な お,同 じ く一 定 の 利 害 を 有 して い た と思 わ れ る ソ連 も,同 じ頃

に直 線 基 線 の導 入 を定 め た 国 内法 を制 定 して い た た め,同 国 がICJに 訴 訟 を 提

起 す る と は到 底 考 え られ な か った。 厄at101.

㈹ 砿at102.こ れ らの 条 項 は,直 線 基 線 を 引 い た 結 果 そ れ ま で 内 水 と され て い

な か った水 域 が新 た に 内 水 と して 取 り込 まれ た 場 合 に は直 線 基 線 の 内側 に お い

て も無 害 通 航 権 を認 め る と して い る。

囮。

⑲ 嵐at92-93.∫68α'∫oDonaldR.Rothwel1,∫ 〃1フ,ηnote32,at341-42.

⑳ ソ連 は カ ナ ダ と同様 の ア プ ロー チ を そ の 北 極 海 域 に お いて と っ て い た こ と も

あ り,カ ナ ダ の 主 張 を 支 持 し て い た。TedLMcDorman,即'ηnote26,at/
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5.問 題の棚上げ1988年 協定

そうした中,北 西航路を含む北極海域をめぐるカナダと米国の対立の実

際的解決として,二 国間協定が2年 間の交渉を経て,1988年1月,締 結さ

れた⑳。 この二国間協定は,北 極海に関する両国の 「共通利益」を増進す

るための 「協力」枠組みであり(協 定第2条)⑫,協 定第3条 は,海 洋情報

の共有などに加え,米 国の砕氷船がカナダ内水であると主張する水域内に

進入する場合には,カ ナダ政府の同意を得ることを規定 している⑬。実際,

1988年10月 に米国は協定に従い米国沿岸警備隊船(theん 」αr∫茜αr)の北西

航路通航の許可をカナダ外務省に求め,カ ナダ政府は通航,海 洋の科学調

査及びカナダの砕氷船の同行について同意を与えた実行が存在する㈲。と

ころで,同 条 によると同意 を与え る対象 となる船舶は 「砕氷船(ice一

＼639.1985年 の 勅 令 に よ り ソ連 も北 極 海 沿 岸 部 及 び 一 部 の 島 撰 部 に直 線 基 線 を 引

い て い る。ERIKFRANCKx,即1ηnote2,at181.米 国 は北 極 海 航 路 が 国 際 海 峡

で あ り,通 過 通 航 権 が 適 用 され る と主 張 して き た。 そ れ に 対 して ロ シ アは そ れ

が 内 水 で あ る と主 張 して い る。 北 西 航 路 と 同様 の状 況 が 北極 海航 路 に つ い て も

存 在 して い る こ とに な る。3θθTHEARCTICOCEANANDCLIMATECHANGE:A

SCENARIOFORTHEUSNAVY(GarrettW.Brassed.,UnitedStatesArctic

ResearchCommission,SpecialPublicationNo。02-1,2002),αvα'励 」θ α`

http://www.arctic.gov/files/c正imatechange.pdf.

⑳AgreementonArcticCooperation,11January1988,28LLM.141

(1989).

⑫ 第2条 は以 下 の通 り。
"TheGovernmentofCanadaandtheGovernmentoftheUnitedStatesalso

recognizethatitisdesirab正etocooperateinordertoadvancetheirshared

interestsinArcticdevelopmentandsecurity.Theyaffirmthatnavigation

andresourcedevelopmentintheArcticmustnotadverselyaffectthe

uniqueenvironmentoftheregionandthewell-beingofitsinhabitants."

14.at142.

⑱ 第3条 の該 当部 分 は以 下 の通 り。
"Th

eGovernmentoftheUnitedStatespledgesthatallnavigationbyU.S.

icebreakerswithinwatersclaimedbyCanadatobeinternalwillbeunder-

takenwiththeconsentoftheGovernmentofCanada."厄at143.

σの こ の際 の両 政 府 の書 簡 の 内容 に つ き,厄at144-45参 照 。
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breaker)」 のみであるが,商 用船舶や潜水艦の扱いについては規定されて

いない。従 ってそれらの船舶が航行又は潜航する場合に果たして事前の同

意が必要 とされるのかどうかという点が解釈上問題 となりうる。特に今後

温暖化の進行による氷の融解及び米国の石油戦略上重要視されているアラ

スカ北部沿岸地域の開発が進んだ場合 には,北 西航路が石油運搬の重要

ルー トとして浮上 してくることが予想 され,こ の問題が現実化する可能性

がある。

さらに同協定は実務 レベルでの解決であり,北 西航路の法的地位に確定

的な結論を下 しているわけではない点にも注意が必要である。同協定第4

条には同協定の締結及びその下におけるいかなる国家実行 も両国の立場に

影響を与えない旨,明 記されている㈲。これは協定締結に際 して管轄権の

問題には踏み込まないことが両国の利益に適 ったためだと思われ⑱,従 っ

て北西航路の法的地位はむしろ協定の締結により事実上棚上げされたとい

える⑰。

㈲ 協 定 第4条 は 次 の よ う に 規 定 し て い る 。

"N
othinginthisagreementofcooperativeendeavorbetweenArcticneigh-

boursandfriendsnoranypracticethereunderaffectstherespectiveposi-

tionsoftheGovernmentsoftheUnitedStatesandofCanadaontheLawof

theSeainthisorothermaritimeareasortheirrespectivepositionsregard-

ingthirdparties."配at143.368α'∫oLeich,M.,σoπ 彪即o,η,フP雌c'ごc8(ガ 〃π8

σπ舵4∫ 鰯83R4α'〃zg傭 εηzα"oπα1加1〃:Zc8彦1ぞ α舵r物yα98∫fπ ん ℃∫fc一α8-Cα'zα 一

読απA91喫 〃1召鵬82AM.J.INT'LL.340(1988).

㈲ERIKFRANCKX,∫ μρ'unote2,at263.

⑰ こ の 点,文 脈 は 異 な る も の の,北 方 領 土 問 題 に 伴 う 日 本 と ロ シ ア の 海 洋 管 轄

権 の 対 立 を,領 土 及 び 管 轄 権 問 題 を 棚 上 げ し た 上 で 実 務 レベ ル で の 暫 定 的 な 解

決 を 図 っ た1998年 の 「日 ロ 漁 業 協 定 」 が 想 起 さ れ る 。
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皿 北西航路に対する規制権限と航行の利益

1.予 備的考察

(1)地 球温暖化 と北西航路

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が2001年 に発表 した第3次 報告

書によれば,地 球上の海面水温及び陸地気温は,19世 紀末か ら現在にかけ

0.4～0.8度上昇 した⑱。この傾向は今後 も続 くことが予測されてお り,長

期的な地球温暖化は避けられない現実とな りつつある。

温暖化の影響により,す でに氷河の後退,永 久凍土の融解,北 極及び南

極における氷床 ・氷棚の減退といった現象がみられるようになっている。

米国北極圏研究委員会(UnitedStatesArcticResearchCommission)の

報告書⑲は,IPCCに よる予測を引用 しつつ,北 極海中心部の6月 から8

月における気温は2030年 から60年にかけて1度 から2度9月 から11月に

おける気温は7度 から8度,そ して冬季には8度 から9度 高 くなるとして

いる⑱⑪。 さらに,現 在北極海の氷は10年 に3%の 割合で減少 しており,地

球気候の予測モデルによると,2050年 までには北極海の氷の延長が30%,

⑱IPCC第3次 報 告 書 につ い て は次 の サ イ トを 参 照 。ClimateChange2001:

TheScientificBasis,http://www.grida.no/climate/ipc(とtar/wg1/012.

htm#temperatures(lastvisitedFeb。5,2007).な お,IPCCは2007年2月2日,

第4次 報 告 書 の うち 第1作 業部 会(気 候 シス テ ム 及 び気 候 変 動 に関 す る科 学 的

知 見)に よ る報 告 書 を新 た に 発 表 した。 同 報 告 書 は,温 暖 化 の 原 因 が 人 為 的 な

温 室 効 果 ガ ス の排 出 で あ る可 能 性 が 「か な り高 い(veryIikely)」 こ と を指 摘 し

て い る点 で特 徴 的 で あ る。 同報 告 書(要 約版)に つ い て は次 の サ イ トを参 照 。

ClimateChange2007:ThePhysicalScienceBasis,http://ipcc-wg1.uca蔦edu

/wg1/docs/WGIAR4_SPM_PlenaryApproved.pdf(lastvisitedFeb.5,2007).

⑲THEARCTICOCEANANDCLIMATECHANGE:ASCENARIOFORTHEUS

NAVY,躍 ρ'unote70。

く8①、颪4:at8.
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容量が40%減 少するという⑳。そのため北西航路及びアラスカ北部沿岸は

夏季には氷がなくなり,砕 氷設備を備えていない船舶の航行が可能になる

という⑳。同様の現象は北極海航路についても指摘 されている㈱。

現在各国はカナダの沿岸警備隊による砕氷サービスによって与えられる

安全性のゆえ,カ ナダの国内立法に従 っている。だが地球温暖化により氷

が減少すれば,そ の必要性は著 しく低下する。北西航路の利用が増加する

か否かという点については北極圏に存在する資源の量に加え,複 雑に絡み

合 う技術的,経 済的,政 治的な要因に左右されることが指摘されている

が⑳,仮 に北西航路における通航圧力が増大すれば,環 境汚染の予防に関

する規制権限を一方的な国内的措置を通 して沿岸国が強化する事態 もあり

える㈲。 ここにカナ ダ ・米国 間の 「潜在的 な引火点(potentialflash-

point)」㈱ とも称される北西航路 における対立が,他 の海運諸国を巻き込

む形で国際問題化する契機が存在する。

(2)UNCLOSの 動態的性格

UNCLOSは 「すべての国の主権に妥当な考慮を払いつつ,国 際交通を

促進 し,か つ,海 洋の平和利用,海 洋資源の衡平かつ効果的な利用,海 洋

生物資源の保存並びに海洋環境の研究,保 護及び保全を促進するような海

洋の法的秩序を確立すること」を目的の一つとして掲げている⑳。第3次

⑱1)14.at9-10.

⑨ 厄at11.オ ホー ツ ク海 及 び 日本 海 は年 間 を 通 して 氷 の な い海 にな る こ とが 予

測 され て い る。砿at10.

⑬Zと 義at13.

⑱のDONATPHARAND,3ゆ1ηnote2,at59.

㈲ も っ と も,予 測 不 能 な 海 氷 の 変 化 及 び経 済 的 効 率 性 の観 点 か ら北 西 航 路 の

恒 常 的 な 商 業 利 用 の 可 能 性 は 低 い と主 張 す る論 者 も存 在 す る。 ∫88Franklyn

Griffiths,八 セ1〃∬π嘘oπ ∫qブα1Vor♂ん1〃6舘勘 ∬α9ε,加CENTERFoROcEANsLAw

ANDPOLICY,∫ 配p召αnote2,at303-16.

(8⑤14。at315.

⑳UNCLOS前 文 第4段 。
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海洋法会議における交渉の当事者たちがこの 「法的秩序」を構築すること

に成功 した度合いをはかる重要なメルクマールが,同 条約が,沿 岸の航行

を規制する沿岸諸国の利益と,そ うした規制を嫌い航行の利益を主張する

諸国の間に存在する緊張を解きほぐすことができたか否かという点であっ

た㈱。UNCLOSは 西欧,東 欧,海 運国,開 発途上国,内 陸国,群 島国,海

峡沿岸国といった多様な利害関係諸国間における妥協の産物であるが⑬,

その中でも,領 海の幅員問題,海 峡制度,群 島水域の問題は相互に関連性

を有 し,グ ループ間の対立も先鋭化 した。

コンセンサス方式による段階的な合意形成は,パ ッケージ ・ディールと

いう統一的な実体形成を一応は実現 したものの,こ れ らはその結果として

完成 したUNCLOSと いう法的文書の背後に多 くの政治的妥協及び不明確

性を しのばせることになった。その一体性を捉えてUNCLOSを 「海の憲

法」と称することは可能であろう。確かに同条約がそれまでの二元的な海

洋法の構造を多元化 し,現 在の海洋法の基礎を形成 している一般国際法で

あることは疑いを容れない。 しか しそうであるがゆえに,同 条約に体現さ

れた政治的利害と法的利益の微妙なバランスに基づ く規範的統一性を保ち

ながら,変 化する社会環境に適合させてい くことが困難となる側面を有す

ることも否めない⑲Φ。そして現状に自らを適合させ,内 実を発展 させるこ

とのできない 「海の憲法」はその役割を終えざるを得ないともいえる⑲D。

確かにUNCLOSは 政治的妥協を多 く含む法的文書であるため解釈上不

明瞭な点も多 く残されてお り,ま た同条約については準備作業(travaux

㈱LINDYS.JOHNSON,∫ 配Pπznote37,at2.

㈹ 水 上 千 之 『海 洋 法 一 展 開 と現 在 』 有 信 堂,2005年,23頁 。

㊤①RichardBarnes,DavidFreestone&DavidMOng,η τεLαw(ガ 〃z65ω:P,η 一

g'ぞ∬ απ4P1η 解 θc'3,加THELAWOFTHESEA:PROGRESSANDPROSPECTS4-5

(DavidFreestone,RichardBarnes&DavidMOngeds.2006).

⑳AlanBoyle,F尻 肋6rD8vθ1(2ρ'π6π ∫(ゾ'舵1982coπvα π∫oπoη 漉θ加wqプ 漉8距 α'

ル16chα π'31π∫!∂rα α1π8¢'πTHELAwOFTHESEA(砿),at43.

一230一



北西航路の国際法上の地位

prep器atoires)の 正式な記録が残されていないため,解 釈上の問題を即座

に解決することが困難な側面 も指摘 される働。だが,UNCLOSを 硬直的

に解釈する試みは,新 しい状況に適応 し,新 たな要求にこたえるうえで同

条約が持つ国際社会にとっての効用を切 り崩 し,場 合によっては同条約が

守ろうとした基本的な権利や利益のいくつかを喪失する結果にさえなるだ

ろう㈱。すなわち,「1982年 条約の大部分は長年にわたる諸国の国家実行と

相互作用に関連」していて,「これ らの国家実行や相互作用は継続的な変化

のプロセス」であり,よ って 「それらを文書によって固定することはでき

ない」⑨のと考え られ,従 って条約規定が 「外部の力によって揉まれ,国 家実

行と解釈によって変形されることを期待 しなければならな」く,「それは動

き続けるのであ り,絶 えず変化 し続ける慣習国際法の内容 と密接に絡み

合 っている」鱒 ことを認 めなけれ ばな らないであろ う。 この点,Alan

BoyleはUNCLOSの 発展 メカニズムについて考察 を加えた論稿 におい

て,同 条約の解釈には一定の柔軟性が必要であることを指摘するととも

に,UNCLOSの 規定の一部を 「実施」する協定1994年 協定{1ゆ及び1995

年協定⑲の がUNCLOS本 体の解釈に影響を与える可能性を指摘 してい

働LINDYS.JoHNsoN,即 雌note37,a七26-28.も っ と も条 文 ご との詳 細 な コ メ

ンタ リー は 存 在 して お り,そ こ に は交 渉 の経 緯,各 国 の主 張 な どが記 述 され て

い る た め解 釈 の 指 針 を 提 供 しう る。 本 稿 に お いて も適 宜 そ れ らを 参照 す る こ と

と した(註 ㈹ 及 び㈹ に掲 げ た文 献 参照)。

(93)五と云at2,29.

⑨のOSCARSCHACHTER,INTERNATIONALLAWINTHEORYANDPRACTICE296

(1991).

⑲514。at294.

鱒 「1982年12月10日 の 海 洋 法 に 関 す る 国 際 連 合 条 約 第11部 の 規 定 の 実 施 に 関 す

る協 定 」(1994年 採 択,1996年 発 効)。

働 「ス トラ ド リ ング 魚 類 資 源 及 び 高 度 回 遊 性 魚 類 資 源 の 保 存 及 び 管 理 に関 す る

1982年12月10日 の 海 洋 法 に 関 す る 国 際 連 合 条 約 の 規 定 の 実 施 の た め の 協 定」

(1995年 採 択,2001年 発 効)。
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る㈱。 さ らに,ソ フ ト ・ロー や 地 域 的 条 約 に よ る同 条 約 の発 展 に つ いて も

肯 定 的 に 捉 え て い る ⑲鋤。 こ の よ う に,UNCLOSは 自 らが 定 め る 変 更 の

ル ー ル の 硬 直 性(留 保 の 禁 止:309条,他 の 条約 との 関 係:311条,改 正:

312～316条)に 支 配 され る 「独 立 した,あ る い は 自 己完 結 的 な法 制 度 」 で

は な い と考 え るべ きで あ ろ う㈹。

(3)UNCLOSの カ ナ ダ及 び米 国 に 対 す る拘 束 力

カ ナ ダ は2003年11月7日 にUNCLOSを 批 准 した が,米 国 は2006年12月

28日 現 在,署 名 も批 准 も行 って い な い。 従 って 両 国 間 に お け るUNCLOS

の適 用 関 係 を確 認 して お く必 要 が あ ろ う。

現 在 米 国 はUNCLOSへ の 加 入 を検 討 して い る が,上 院 に少 数 の強 硬 な

反 対 意 見 が 存 在 して い る た め 依 然 と して 締 約 国 に は な って い な い00D。も っ

と も1983年 の 米 国 大 統 領 に よ る宣 言 は,同 国 の権 利 と航 行 の 自由 が尊 重 さ

れ る限 りに お いて,同 条 約 に反 映 され た国 際 法 上 の諸 権 利 を他 の諸 国 に対

㈱AlanBoyle,∫ μρ'ηnote91,at44-49.だ が,Boyleは 少 な くと も1995年 協 定 は

協 定 当事 国 間 に お い て の み ル ー ル を変 更 した に過 ぎ ず,UNCLOS本 体 の 該 当

規 定 を 変 更 又 は 再 解 釈 す る効 果 を 有 さな い と して い る。 砿at49.

(99Z諾at49-55。

⑩ 厄at43.UNCLOSは 海 洋 法 に 関 す る共 通 利 益 が 何 で あ る か を 示 す と と も に

そ の 実 現 に向 けた 一 般 的 な協 力 義 務 を定 め て い る一 方 で,各 国 に 立 法 及 び執 行

管 轄 権 を 分 配 す る形 で 海 洋 秩 序 維 持 の達 成 を 目指 して い る。 この こ とは 国 際 法

の 基 本 的 な 特 質 を 反 映 す る もの で あ る が,結 果 と して 特 に 沿 岸 国 が 自国 の 死 活

的 利 益 を保 護 す る た め に 一 方 的 な 国 内 的 措 置 を と る遠 因 と も な っ て き た。 ∫86

RlchardBarnes,DavidFreestone&DavidMOng,即,ηnote90,at19-20,

22.な お,こ う した 「陸 か ら」 の観 点 を 「海 か ら陸 を 見 る」 観 点 へ と逆 転 させ,

国 際 社 会 全 体 あ るい は 一 定 の 利 害 関 係 者 間 に お け る共 通 の 認 識 体 系 を 構 築 す る

こ とに よ る 「海 洋 の 統 合 管 理 」 を通 したUNCLOSの 憲 法 化 の試 み を 提 言 す る

もの と して 次 の 論 稿 を 参 照 。 奥 脇 直 也 「海 洋 秩 序 の憲 法 化 と現 代 国 際 法 の 機 能

『海 を 護 る』("SecuringtheOcean")の 概 念 につ い て 一 」 栗 林 忠 男 他 編

『海 の 国際 秩 序 と海 洋 政 策 』(海 洋政 策研 究 叢書1)東 信 堂,2006年,21-56頁 。

ωMichaelJ.Mattler,τ 乃6乙αw(ガ 惚 ∫8αCoπり8π∫fo'ガA伽w!}η'7π 舵 α£ ∫αz礁

加CENTERFoROcEANsLAwANDPoLlcY,∫ 叩,ηnote2,at33-37.
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して認めるとしている⑰。エビ輸入規制事件の上級委員会における陳述の

中で も,米 国は自国がUNCLOSの 当事国ではないものの,漁 業資源に関

する規定が慣習国際法を反映 していることを認めている㈹。そ して実際に

も 「合衆国は1983年 以来,第11部 を除 くUNCLOSの すべての規定を受諾

しかつそれに従 って行動 してきた」脚のであり,ま た逆 に米国の側も他国

の行為に抗議する際にUNCLOSの 規定に依拠 してきた㈹。 このことか ら

もUNCLOSの 深海底制度に関する規定など一部のものを除 くすべてが米

国に対 して適用 されると考え られる㈹。ただし以上を前提 としつつ も,

1983年 の大統領宣言の際に示された 「妨害されることのない商業的及び軍

事的航行並びに上空飛行は合衆国の国益にとって決定的に重要である。合

衆国は引き続き,必 要な権利と自由を維持するために行動 し続ける」㈹と

いう基本的立場は今日においてもなお維持されていると思われる。

カナダについては,同 条約に厳密な意味で法的に拘束されるのは2003年

の批准後ということになろうが,同 条約に署名 していることでそれ以前の

段階においても少な くともウィーン条約法条約第18条 が定める義務に拘束

⑰ProclamationandstatementofPresidentReagan,March1983,1彫 π〃π84

〃z221.LM.461,462-64(1983).こ の 大 統 領 に よ る一 方 的宣 言 の 法 的 効 果 に つ

い て は別 途 検 討 が必 要 で あ ろ う。

(1⑬WorldTradeOrganization:UnitedStates-lmportProhibitionofCer-

tainShrimpandShrimpProductsOct12,1998,381.LM。118,155(footnote

110)(1999).

⑭MargaretF.Hayes,C配 ηぞ'πOc6απ∫P∂Z∫cy:こ傭84∫`α'831セ 彫8c∫ 加83,〃zCEN-

TERFOROCEANSLAWANDPOLICY,∫ 叩'unote2,at30.

㈹ カ ナ ダ に よ る 直線 基 線 導 入 の 際 に も米 国 はUNCLOSの 規 定 に依 拠 して抗 議

して い る(本 稿 の 皿4.参 照)。

㈹ 米 国 は第 一 次 国連 海 洋 法 会 議 に お い て 採 択 され た条 約 の う ち,領 海 条 約,公

海 条 約 及 び大 陸棚 条 約 を1961年 に 批 准 した た め,1982年 以 前(又 は大 統 領 に よ

る宣 言 が な さ れ た1983年 以 前)に お い て も,こ れ らの 条 約 上 の 効 力 が 及 ん で い

た こ と にな る。

GO砂ProclamationandstatementofPresidentReagan,3配 ρ1ηnote102,at462.
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されていたといえる。 しかしそれ以上に,同 政府自身が1982年 条約を慣習

国際法の法典化として捉えロ㈹,そ れを遵守 し,か つそれに依拠 して国際的

な主張を行ってきたのであり,2003年 の同国による批准以前の段階におい

て,少 なくとも同国が遵守及び対外的に主張 していた内容で,同 条約に規

定されているものについては慣習法規範として同国を拘束 していたと考え

られるα⑬。以上を綜合すると,米 国一カナダ間においてはUNCLOSの 規

定の多 くが,特 に両国間において明示的に主張された規定についてはより

一層の説得力を持ちつつ,慣 習国際法上の効力を通 して適用することが可

能であるように思われる。

2.海 峡制度の成立

(1)第3次 国連海洋法会議における対立

第3次 国連海洋法会議において12カ イリの領海制度が受入れられたの

⑯38εGovernmentofCanada,DepositoryServiceProgram,7伽 加wqμ 舵

36αCoπv8'π'oπ,http://dsp-psd.pwgsc,gc.ca/Collection-R/LoPBdP/BP/bp

322-e.htm("[M]anyStatesarealreadyboundbythevariousGenevaCon-

ventions[...]whichconstituteasignificantportionofthefirstsectionof

theLOSC";"[T]heLOSCisacodificationofasubstantialamountofbind-

ingcustomaryinternationallawoftheseaasitexistedin1982").な お,慣

習 国 際 法 に 関 して 設 け られ た 註 で は いわ ゆ る 「一 貫 した反 対 国」 の法 理 が カ ナ

ダ政 府 の立 場 と して確 認 され て い る。 ∫8ε厄("Eventhen,Statesthatconsis-

tentlyobjecttothispractice皿aynotbeheldtobeboundbytheemergent

customaryIaw")

⑭1984年 に 出 版 され た,政 府 職 員,外 交 官 を 含 む 実 務 家 及 び学 生 の た め に 「特

定 の 国 際 法 上 の 問 題 に対 す る カ ナ ダ の ア プ ロー チ」 を概 説 した 書 物 も,「 海 洋

の境 界 と公 海 」 と題 され た箇 所 に お い て1958年 条 約 やUNCLOSの 規 定 の 多 く

を慣 習 法 規範 と して 引用 して い る。 ∫88LEsLIEC.GREEN,即'ηnote42,at214

-25 .そ の 立 場 は 同 書 の 第2版 に お い て も 踏 襲 さ れ て い る。388LESLIEC.

GREEN,INTERNATIONALLAW:ACANADIANPERSPECITVE(2ded.1988).

な お,カ ナ ダ は1970年 に 大 陸 棚 条 約 を 批 准 して い る た め,大 陸 棚 に関 して は慣

習 国際 法 上 の拘 束 と は別 に条 約 上 の拘 束 を受 け て い た こ とに な る。
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は,現 在条約の第3部 として規定されている国際海峡制度が承認されたか

らであった゜1⑭。両制度の間には密接な関係が認められるため,一 方の制度

の内容如何が他方の制度内容を左右,な い しは制度形成自体を挫折させる

状況にあったといえる。同会議において,経 済的あるいは軍事的に海峡の

存在を重視する海洋国はいずれも,上 空飛行の自由を含む無制約の海峡通

航制度が,12カ イ リの領海制度や排他的経済水域制度を認める前提である

と主張 していたqlD。というのも,従 来の領海3カ イ リ制度の下では多 くの

海峡において公海部分が存在 していたが,12カ イ リの領海制度を適用 した

場合には最大24カ イ リまで海峡内に領海が存在することになり,そ の結果

多 くの海峡において自由な航行が不可能になるからであった。さらに,

1958年条約第16条4項 が定める 「停止できない無害通航権」では,国 際航

行に使用される海峡における海洋諸国の重要な権利を保護することができ

ないと考えられた。すなわち,無 害通航権について定める同条約第14条 の

ような抽象的な規定では 「無害性」に関する海峡沿岸諸国による主観的 ・

恣意的な解釈の可能性があり,加 えてそうした海峡においては潜水艦が浮

上 しなければならず,ま た上空飛行の自由が認められないという問題点が

存在 した㈹。 このように国際海峡レジームの制度設計に際 しては,国 際海

峡の地政学的な重要性および自由な通航制度による国際貿易の促進 という

国際性を有する利益と,領 海および沿岸の環境保護,経 済的な統一性を含

G⑩UNITEDNATIONSCONVENTIONONTHELAWOFTHESEA,1982:ACOMMEN.

TARY,即'ηnote60,at279.第1次 お よ び第2次 国 連 海 洋 法 会 議 に お いて,「 国

際 航 行 に使 用 さ れ て い る海 峡 」 と い う トピ ッ クは 領 海 の 無 害 通 航 制 度 と1956年

に国 際 法 委 員 会 が 提 出 した草 案 に 含 ま れ て い た 「停 止 で きな い 無 害 通 航 権 」 を

組 み 合 わ せ た形 で扱 われ て い た。1958年 の領 海 条 約 に お い て 無 害 通 航 制 度 を定

め る 第3章 の 中 の 第16条4項 と して 規 定 され て い るの は そ の た め で あ る。 砿

at281-82.

(1[D」颪と孟at282.

(HゆZ風at284.
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む自国の安全保障を重視する海峡沿岸諸国の個別的利益の対立が存在 して

いたといえる。海峡沿岸諸国は国際海峡に 「停止できない無害通航権」を

適用することによって領梅制度の中に残す ことを主張 した一方,ア メ リ

カ,ソ 連,イ タリアを中心 とする国々は,自 由航行,上 空飛行の自由を原

則 として認めるような領海制度 とは別個の制度を形成することを目指して

いた㈹。 こうして海峡制度は,そ の成否が条約採択の実現を左右 しうるよ

うな重要な争点となっていくのである。

もっとも,国 際交通の利益を強調する諸国も領域主権に基づく規制権限

及び無害通航制度の維持を強調する海峡沿岸諸国も,海 峡を通過する権利

と海峡沿岸国の正当な利益を制度設計に際 して調整する必要があるとして

いた点では一致 しており,そ こを合理的に調整する形で提案された英国草

案が会議のターニ ングポイントとなった。英国草案は領海12カ イリ制度を

前提として,従 来の 「停止できない無害通航制度」に加えて新たに 「通過

通航制度」を導入するものであり,ま た海峡沿岸国の利益 も考慮に入れる

としていた点で多 くの諸国の賛同を得た。これがUNCLOS第3部 として

結実 してい くことになるql°。

(2)海 峡制度の概要

UNCLOS第37条 が規定 しているように,通 過通航制度が適用 される国

際海峡とされるためには 「公海又は排他的経済水域の一部分と公海又は排

他的経済水域の他の部分」を結ぶという 「地理的基準」 と,「国際航行に

使用 されている」という 「機能的基準」の二つを満たしている必要がある。

これらはいずれもコルフ海峡事件㈹から取 り入れられたものである。同事

件で国際司法裁判所は地理的基準を重視する英国の主張と機能的基準を重

(IIΦゑ鳳at285.

GIO尻at287.こ の 点 に つ い て は高 林 秀 雄 『国 連 海 洋 法 条約 の 成 果 と課 題 』 東 信

堂,1996年,54-55頁 も参照 の こと。

q紛CorfuChannel(U.K.v.Alb.),19491.C.J.4(Apr.9).
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視するアルバニアの主張を比較衡量することが求められたが,同 裁判所は

次のように述べてその両者を国際海峡か否かを判断する基準として提示す

るに至った。

「(国際海路で あるか否 かの)基 準 が,そ の海 峡を通航 す る船舶の量に求め られ る

べ きなのか,あ るいは国際水路 と しての重要性 の程度 に求め られ るべ きなのかが問

題 とな りうるで あろう。 しか し裁判所 は,決 定 的な基準 は公海の2つ の部分を結ん

でい るとい うその地理的 な'況 およびそれが国際航行 に 可用 されてい るとい う

であ ると判断す る。」Gl㊥(下線 は筆者)

「地理的基準」の例外についてUNCLOS第38条 の但書は,「海峡が海峡

沿岸国の島及び本土から構成されている場合において,そ の島の海側に航

行上及び水路上の特性において同様に便利な公海又は排他的経済水域の航

路が存在するときは,通 過通航は認められない」と規定 してお り,そ の場

合には,「停止されない無害通航権」が適用される(同 第45条2項)°!ゆ。

国際海峡の通過通航権が害されてはならないことは,第38条,第42条2

項,第44条qiゆ において繰 り返 し述べられている。1958年 条約下では,し ば

しば海峡沿岸国が無害通航を妨害することがあったが,新 条約の通過通航

権制度は海峡利用国と海峡沿岸国の義務の輪郭線を明記 しており,そ のよ

うな可能性を排除しているql9。

G⑯ 五4at28.

⑰ 「公海 又は一 の国の排他的経済水域の一部 と他の国 の領海 との間にある海 峡」

の場合 に も,「停止 されない無害通航権」 が適用 される(第45条1項(b))。

⑬ 第44条 が規定 す る,海 峡 沿岸 国が認識 して い る航行上 又 は飛行上 の危険 を

「適 当に公表す る」義務 は,コ ルフ海 峡事件 を参考 に起草 された1958年 条約第15

条2項 をその まま引き継 いだ もので ある。 この公表 義務 につ いてはIMOが 果

たす役割 が大 きいであろ う。

㈲ 通過通航権 については,そ れが慣習 国際法 である とい う立場 と,UNCLOS上/
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近畿大学法学 第54巻第4号

国際海峡を利用する船舶は,① 海上における安全のための一般的に受け

入れ られている国際的な規則,手 続及び方式(海 上における衝突の予防の

ための国際規則を含む),② 船舶からの汚染の防止,軽 減及び規制のための

一般的に受入れ られている国際的な規則,手 続及び方式,を 遵守する必要

がある(第39条2項)。 さらに,海 洋の科学調査を含むいかなる調査又は測

量活動についても海峡沿岸国の事前の許可が必要とされる(第40条)。 海峡

沿岸国は航路帯及び分離通航帯を設定することができ,そ れ らを通航船舶

は尊重 しなければならない(第41条)。

海峡沿岸国は 「海峡における油,油 性廃棄物その他の有害な物質の排出

に関 して適用される国際的な規則を実施することによる汚染の防止,軽 減

及び規制」について法令を制定す ることができる(第42条1項(b))。 その

法令に違反 した船舶がたとえ主権免除を享受する船舶又は航空機であって

も,そ の旗国又は登録国は海峡沿岸国にもたらしたいかなる損失又は損害

についても国際的責任を負う(同 条5項)。

第43条 は航行の安全や環境汚染の防止について海峡利用国と海峡沿岸国

の協力義務を定めているが,そ うした協力義務を強制する制度は設定され

ていない。従って航行及び安全のために必要な援助施設や,船 舶か らの汚

染の防止などについては,合 意に基づきこうした一般的な協力義務を利害

関係諸国が進んで実行 していくことを求めていくほかないであろう脚。

＼の規定に とどまるという立場 が対立 しているが,現 時点では条約上の規定であ

ると考え るのが妥当であ ろう。水上 『前掲書』(註㈹),97-98頁 。 もっとも,今

後 これが慣習国際法化す る可能性 を排 除する理 由はない。なお,米 国は通過通

航 権が国家実行 と法的確信 によって,同 条約 とは別 に慣 習国際法にな った と主

張 してい る。5ε8,己8.,OSCARSCHACHTER,3ゆ'ηnote94,at286.

GlΦ 海洋環境 に関す るい くつか の国際判例 が強調 してい るよ うに,紛 争当事国間

の協力が 当該環 境保全 のためには不可欠 である。 この点,例 え ばMOXPlant

事件の仮保全措置命令の 中で国際海洋法裁判所 は協力義 務が 「海洋環境の汚染

防止におけ る基本原則(fundamentalprinciple)」 であると述 べている。MOX

PIant(No.10)(工r.v.U.K.),41LLM.405,415(工nt'1Trib.L.oftheSea2001).
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3.氷 結区域制度をめぐる解釈上の諸問題

氷結区域制度を定める第234条 には解釈上多 くの問題点が存在する。 こ

の点に関 し,LindyS。Johnsonは,第234条 が ①その地理的適用範囲,

②規制措置の程度,そ して ③第12部 の第6節(執 行)及 び7節(保 障措

置)と の関係,に ついて不明瞭であると指摘 しているG2D。以下,順 に検討

していく。

(1)氷 結区域の地理的範囲

まず,地 理的範囲に関 しては 「自国の排他的経済水域の範囲内(within

thelimitsoftheexclusiveeconomiczone)」 という制約が課されている点

につき,そ の範囲に領海が含まれうるのかという問題と,さ らにそこに国

際海峡を含みうるのか という問題を挙げることができる。前者について

は,も し第234条 が認める,よ り厳格な規制を排他的経済水域に適用 した場

合には,内 水を除き通常沿岸国の海洋規制権限が最 も濃密であると考え ら

れている領海における規制よりも厳 しい規制を距岸3な いし12カイリ以遠

の水域で適用 ・執行す ることが可能 となる。これは明らかに不合理であ

り,し たがって 「排他的経済水域の範囲内」には当然領海 も含まれると同

規定を解釈するべきであろう。

問題はそこに国際海峡が含まれるかどうかであるが,第234条 には文言

上特に国際海峡についての言及はみ られない。この点,国 際海峡における

汚染の防止について第42条 及び第43条 はそれぞれ次のように定めている。

第42条

1海 峡沿岸国 は,こ の節 に定 まるところによ り,次 の事項 の全部又は一部 につ い

て海 峡の通過通航に係 る法令を制定す ることがで きる。

(a)・-9-(田 各)

⑭LINDYS.JOHNSON,3尻P槻note37,at114-16.
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(b)海 峡 における油,油 性廃棄物 その他の有害な物質の排 出に関 して適用 される

国際的な規則 を実施す ることによる汚染 の防止,軽 減及 び規制

(c)… …(以 下略)

第43条

海峡利用国及 び海峡沿岸国 は,合 意 によ り,次 の事項 につ いて協力す る。

(a)航 行及 び安全 のために必要 な援助 施設又は国際航行に資す る他の改善措置 の

海峡 にお ける設定及 び維持

(b)船 舶か らの汚染の防止,軽 減及 び規制

さらに,国 際海峡における保障措置について定める第233条 は次のよう

である。

第233条

第5節(海 洋環境の汚染防止:筆 者註)か らこの節 まで(執 行について定め る第

6節 及び保障措置 につ いて定 める第7節:筆 者註)の いず れの規定 も,国 際航 行に

使用 されてい る海峡の法制度 に影響 を及 ぼす ものではない。 ただ し,第10節 に規定

す る船 舶(非 商業的役務 に従事す る軍艦 ・政府船舶 など:筆 者註)以 外の外国船舶

が第42条1の(a)及 び(b)に規定す る法令 に違反 し,か つ,海 峡 の海 洋環境 に対 し著 し

い損害 を もた らし又 はもた らすお それが ある場合 には,海 峡沿岸 国は,適 当な執 行

措 置をとるこ とができる もの とし,こ の場 合には,こ の節の規定を適用 す る。

第233条 の前段で示 されているようにUNCLOSの 海洋汚染に関する規

定は通過通航権の行使に一定の場合を除き 「影響を及ぼさない」 とされ,

こうして,国 際海峡の場合には航行の利益 と環境保護のバランスが,曖 昧

な部分はあるにせよ,図 られている。

しかしながら,こ の第233条 には第234条 で規定 されている 「氷結区域」
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の文言はみ られな く,ま た逆に第234条 には 「国際航行に使用 されている

海峡」の文言がみ られない。この クロスレファレンスの欠如 と第234条 が

第8節 として独立 して規定されている事実か ら鑑みるに,仮 に 「氷結区域

の国際海峡」が将来的に発生 した場合でも,そ うした海峡は第234条 の規定

に服する,つ まり航行の利益よりも脆弱な自然環境を保護する利益が優先

されることになると考え られ る。すなわち,第233条 は国際海峡の通過通

航権と環境保護の利益のバランスをはかっていると考え られるが,第8節

として独立 している直後の第234条 は,そ れとは別個のバランスを模索 し

ているのであ り,従 って第233条 を氷結区域の制度に適用することはでき

ないといえる働。

さらにその地理的範囲において,ど の海域が同条の適用対象となるの

か,と いう問題も存在する。これについては,同 条が定める 「氷に覆われ

た水域」,「特に厳 しい気象条件」,「年間の大部分の期間当該水域を覆 う氷

の存在」,「航行に障害又は特別の危険」,「生態学的均衡に著 しい害又は回

復不可能な障害をもた らす」といった諸要件が関わって くる。つまり,解

釈上,こ れらの要件が満たされた場合にのみ沿岸諸国の規制措置は適用可

能となるのか,そ れとも 「海洋環境の汚染が生態学的均衡に著 しい害又は

回復不可能な障害をもた らすおそれのある水域」との文言を重視 したかた

ちで同条を解釈するのかという問題がある。この問題は今後地球温暖化が

加速するにつれ,北 極海の氷が融解 した結果,「年間の大部分の期間当該水

域を覆う氷の存在」が消滅 した場合には一層重要になると思われる㈱。こ

(12助UNITEDNATIONSCONvENTIONONTHELAWOFTHESEA,1982:ACOMMEN.

TARY,3叩'ηnote44,at393.な お,第234条 が 「海 洋 環 境 の 汚 染 が 生 態 学 的 に著

しい 害 又 は 回 復 不 可 能 な障 害 を もた らす お そ れ の あ る水 域 」 に 適 用 され る こ と

か ら,同 条 が 第194条5項 の い う 「希 少 又 は ぜ い 弱 な 生 態 系 」 と関 連 性 を 有 す る

こ とは 明 らか で あ る。砿

⑱ 海 洋 法 条 約 の コ メ ン タ リー は 「年 間 の大 部 分 」 とい う表 現 に つ い て 説 明 す る

記録 は 存 在 して い な い と して い る。Z4at397.
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れらの点については後にあらためて触れたい。

(2)規 制措置の程度並びにそれに基づく執行及び保障措置の問題

氷結区域における規制措置については,そ の限界が問題 となりうる。特

に船舶起因汚染の防止,軽 減及び規制する国内立法について規定する第

211条5項 及び6項 との関係において,第234条 は特別法(1εκ∫p6c∫α」∫∫)の

関係に立つと考えられるω。第234条 では 「航行(の 利益)」 と 「入手可能

な最良の科学的証拠」に基づ く海洋環境の保護及び保全に 「妥当な考慮

(dueregard)」 を払 うものとされているが,こ れは実際上航行を阻害 しな

い限 り,氷 結区域沿岸諸国に大幅な裁量を与えることになろう。この問題

点に関連 して くるのが,上 記③の点,す なわち第12部 に規定された執行及

び保障措置の問題である。第234条 では第12部 第6節 が定める 「執行」及

び同第7節 が定める 「保障措置」に関 して何 ら言及されていない。かつ,

それは独立 した第12部 第8節 として設けられている。例えば沿岸国による

執行について規定する第220条 には,「明白な理由がある場合には」(第3

項),「 実質的な排出が生 じたと信ずるに足 りる明白な理由がある場合にお

いて」(第5項),「 著 しい損害をもたらし又はもたらすおそれのある排出が

生 じたとの明白かつ客観的な証拠がある場合」(第6項)と いった要件が

定められているが,第234条 についてはこれ らの縛 りが外れ,沿 岸国に対 し

てより大きな裁量の幅が与えられると考えられる。また保障措置に関 して

も,例 えば第232条 が第234条 関連措置についても適用されるか否かは重要

な問題となろう。 しか しなが ら第234条 の第7節 との関連性が不明確であ

るため,こ の点について確定的な結論を導 くことはできない。 こうして,

第234条 は沿岸諸国の裁量を認めていることに加え,「執行」と 「保障措置」

に関するUNCLOSの 規定の適用を排除 しているようにも読みうるのであ

る。

(⑳Z鳳at393.
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もっとも,第234条 をめぐる紛争 も第15部 の定める義務的手続に服する

ことになる。すなわち,国 際的に適法な海洋の利用である 「航行」の権利

が何らかの形で阻害された場合,第297条1項(a)に 従 って第15部 第2節 が

定める手続に付されることになる。第234条 は氷結区域における沿岸国の

利益 と国際的な航行という一般的利益の間でバランスをとることを目的と

してお り,そ のバランスの安全装置として第297条1項(a)が 定める強制的

な紛争解決手続が存在 しているのである脚。 しか し米国は依然としてUN-

CLOSを 批准しておらず,米 国一カナダ間の紛争を当該手続に付託するこ

とはできない。実際の紛争解決はしたがって,特 定の紛争解決手続に付託

する別段の合意が存在 しない限り,主 に両国の外交交渉に委ねられること

になろう。

この点同条約第59条 が重要になってくると思われる。同条は次のように

規定 している。

第59条

「この条約 に よ り排他 的経済水域 における権利又 は管 轄権が沿岸 国又はそ の他 の

国 に帰せ られ ていない場 合において,沿 岸国 とその他の国 との間 に利害 の対立 が生

じたときは,そ の素立 は 当 玉及び国際 士A全 にとってのU益 の重要'を 老慮

して 武'wの 原 則 に基 づ き,か つ す べ て の 関 連 す る 峰 に照 ら して 角 決 す る。」(ド

線は筆者)

このように第59条 は,「重要性」の考慮と 「衡平の原則」を導入 してい

る。そ してこの場合における 「衡平」は地理的な要因を越えて,経 済的及

㈹ 厄 第234条 の い う 「入手 可能 な最良の科学的証拠」 との表現 が意味す るとこ

ろは,沿 岸国が 同条 に基 づき規制権 限を行使 した ことに よって紛争が生 じた場

合,UNCLOSの 紛争 解決手続 において判断材料 としての使用 が前提 とされ て

い るとい うことであ る。配at398.
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び社会的な側面をも鑑みることを意味するGの。か くして,沿 岸国による環

境保全的措置は衡平を基礎に正当化されうるのであり,そ の場合には高い

危険性を抱える船舶の航行に優越すると考えられる。また逆に合理的な理

由を伴わない沿岸国による規制は自由な国際交通 という国際社会の利益に

反することになろうqlD。

むろんこの規定は排他的経済水域における管轄権に関する紛争を解決す

るための一般的基礎を定めるものであるため,こ れにより北西航路をめぐ

る紛争が直ちに解決できるとは考えられないが,考 慮すべき一般的基準 と

してあらゆる局面において包括的な指針 となる内実を備えているように思

われる。

4.検 討 北西航路の法的地位

以上,カ ナダによる北極海に対する管轄権拡張政策の経緯及びUN-

CLOS上 の氷結区域及び海峡制度の関係について概観 してきた。ここであ

らためて本稿の冒頭で提起 した問題 つまり直線基線内側水域及びそこに

位置する北西航路の現在の法的地位について,関 連する他の海洋制度の内

容も加味 しつつ,検 討 してみたい。

(1)海 峡制度の適用可能性

北西航路がUNCLOSの 規定するところによる国際海峡性を備えるか否

かという問題は,UNCLOSが 国際海峡の直接的な定義づけを行っていな

いことに加えG節,同航路をめぐる利害関係国の主張が対立 しているため,

G⑳ ∫680SCARSCHACHTER,梛 μηnote94,at286.

([1砂14.

⑱ カ ナ ダ は1974年 に国 際 海 峡 の定 義 を 国連 海 洋 法 会議 に お い て 提 案 した が,そ

れ は他 の 規 定 の 中 で す で に明 らか に され て い る と して 却 下 され,結 果,「 海 峡 」

とい う語 の 直 接 的 な 定 義 は な さ れ な い こ と に な った。UNITEDNATIONSCON.

vENTIONONTHELAWOFTHESEA,1982:ACOMMENTARY,∫ ゆ'η60,at289.

な お,カ ナ ダ 提 案 は,国 際 海 峡 と して の条 件 の一 つ と して 「伝 統 的 に国 際 航 行/
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依 然 と して 解 決 を み て いな い状 況 にあ る。 こ こで 再 度,先 述 した 第37条 の

「地 理 的 基 準 」 と 「機 能 的 基 準 」 と い う2つ の 基 準 を 適 用 して み よ う。 北

西 航路 は,パ フ ィ ン湾(BaffinBay),デ ー ヴ ィス海 峡(theDavisStrait),

ラ ブ ラ ドル 海(theLabradorSea)及 び大 西 洋 と,ボ ー フ ォー ト海(the

BeaufortSea),チ ュ クチ海(theChukchiSea),べ 一 リン グ海 峡(theBer-

ingStrait)及 び太 平 洋 との 間 を結 ん で い る(本 稿 末 の 地 図 参 照)。 従 って,

北 西航 路 は 「公 海 又 は排 他 的 経 済 水 域 の 一 部 分 と公 海 又 は排 他 的 経 済 水 域

の 他 の部 分 と の 間 に あ る」 海 峡(第37条)で あ り,「 地 理 的 基 準 」 は 満 た

して い る と考 え られ るG鋤。 次 に 「機 能 的 基 準 」 で あ るが,ま さ に この 部 分

が 北 西 航 路 の 性 格 規 定 に お け る主 要 な対 立 点 を 構 成 して い る。 「国 際 航 行

に使 用 され て い る」 とい う表 現 は,必 ず しも明 確 な 判 定 基 準 を 提 供 して い

る とは い え な い。 つ ま り,「国 際 」性 は外 国 船 舶 に と って 有 益 な ル ー トで あ

る とい う潜 在 的 利 益 を も って 足 り る とす るの か,そ れ と も,そ れ に加 え て

一 定 の量 的 質 的 基 準
,す な わ ち通 航 船 舶 の 総 数,船 舶 の 総 トン数 船 籍 の

多 様性 とい った 実 際 の 利 用 状 況 も判 断 要 素 とす るの か,と い う問 題 が 出て

くる。 確 か に北 西 航 路 にお け る船 舶 の 往 来 が 少 な くと も海 上 交 通 に関

して は み られ な か った1960年 代 前 半 まで は,将 来 的 な 可 能 性 も含 め,

そ こ が 国 際 海 峡 で あ る とす る論 者 は ほ と ん ど い な か っ た よ う に 思 わ れ

＼ のために利用 されて きた」 という ものを掲 げていたが,こ れを北西航 路にお け

る利害関係を意識 して構成 した ものと捉 えるこ とも可能であ ろう。 さらに1975

年の第3会 期 において提 出され た,第3部 の適用範 囲に関す る規定(現 在の第

37条)の 草案 について,カ ナダはチ リやノルウ ェーな どとともに,そ れが内水

を国際海峡 として位置づ けるものであ るとして反対 してい る。厄at319.

㈱ 北西航路 は海峡沿岸国で あるカナダの島及 び本土 か ら構成 されてい ると考え

られ るが,そ の海 側 に同様 に便 利な航路 が存在 す る とは思 われな い。従 って

UNCLOS第38条 但書 は北西航路 には適 用 されず,地 理 的基準 に限 っていえば

通過通航権制度が支配す る第37条 の国際海峡 として扱われ ることにな ろう。 さ

らに北西航路は第45条1項(b)の 類型 にもあてはま らない。
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るqゆ。1980年 代初頭の時点においても,北 西航路を横断した船舶はその数

及び旗国の多様性の面か らして不十分であり,か つそれ らの船舶の航行が

カナダの明示又は黙示の同意に基づいていたたあ,そ れが国際的な利用に

供されているとは考え られていなかったGID。だが,先 に見たように北極海

を覆う氷の融解が進行するとともに北西航路が経済的に魅力的な海上ルー

トとして浮上 して くることが予想される。そうすると経済的な合理性に基

づ く国際公益の主張及び航行の危険性が著 しく減少することによる往来船

舶数の増加を招来することも考えられよう。

UNCLOS第3部 の各所において見 られる 「国際航行に利用されている

海峡(straitswhichareusedforinternationalnavigation)」 という文言

は,コ ルフ海峡事件において示されたものと"whichare"の 二語が追加

されている点を除き同じである。 この二語により 「条約発効時に国際航行

に利用されている海峡」に第3部 の適用が限定 される つまり将来のあ

る時点において国際的に重要 となった海峡を除外する と解釈すること

も可能 と思われるが,そ うした解釈は実際のところ採用されていない㈹。

第三次国連海洋法会議において,「国際航行に利用されている」という文言

の具体的意味内容に関 してはいかなる合意へ も至ることができなかったの

であり,従 ってこの問題は慣習国際法の形成を通 して解決 されることと

なったともいえようq識。

従って仮に将来,船 舶量の増加等により北西航路が国際的な航路として

㈹ 「これ ら の海 峡 は 海 運 国 に よ って 使 用 さ れ るい か な る海 上 ル ー トも構 成 して

お らず,ま た 将 来 そ うな る と も考 え られ な い。 した が って,航 海 の 危 険 と分 散

した 群 島 は,ど こか の 国 に これ らの 水 域 に お い て何 らか の経 済 的 利 益 を 与 え る

こ とを 妨 げ るよ うに思 わ れ る。」IvanL.Head,5叩1ηnote8,at220.

(13DDONATPHARAND,∫ 叩'γznote2,at101-2.

㈹UNITEDNATIONSCONvENTIONONTHELAWOFTHESEA,1982:ACOM-

MENTARY,∫ ゆmnote60,at290.

㈹DONATPHARAND,∫ ゆ'ηnote2,at91.
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北西航路の国際法上の地位

認められた場合には,UNCLOS第3部 が適用される余地があるといえる。

その認定に際し,必 ず しもコルフ海峡で判断基準 とされたものと同程度の

国際海上ルー トとしての有益性及び海峡の実際の利用状況を求める必要は

ないであろう。極域に位置する北西航路の場合は地理的要素 と気象条件に

航行を阻害する特殊性が認められるのであり,少 なくともそれが存続 して

いる限りは,技 術革新による航行技術の発展をにらみつつも,機 能的基準

が相対的に緩和されると考えられるからである。

とはいえ,実 際の航行が極めて少ない現状に鑑みれば北西航路が 「国際

的な航行に用いられて」いるとは言えず,加 えて次にみる氷結区域制度が

同航路を含む海域に適用されている限り,通 過通航制度をそのまま適用で

きるとは考え られない 鋤゚。

(2)氷 結区域制度の適用可能性

すでにみたように,北 極海特有の気候及び環境の変化に対する脆弱性,

カナダの歴史的な管轄権拡大政策などによりUNCLOS第234条 の挿入が

実現 した。それでは,地 球温暖化による氷の融解が進行 したため当該海域

が年間の大部分について 「氷結(ice-covered)」 しているとはいえない状

態に陥った場合には,同 条の制度はいかなる影響を受けるのであろうか。

言い換えれば,同 条が定める 「氷に覆われた水域」,「特 に厳 しい気象条

件」,「年間の大部分の期間当該水域を覆う氷の存在」,「航行に障害又は特

別の危険」,「生態学的均衡に著 しい害又は回復不可能な障害をもたらす」

といった諸要件のうちいくつかが脱落 した場合,沿 岸国の規制権限は何 ら

かの影響を受けるのであろうか。

この点,UNCLOS第234条 の冒頭に 「排他的経済水域」の文言が見られ

る点に鑑み,氷 結区域を排他的経済水域制度の変形,つ まりその独自性の

⑯ROBINCHURCHILL&VAUGHANLOwE,THELAWOFTHESEA106(3ded.

1999).
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ゆえに制度が強化されたもの,と して捉え,氷 結区域の氷の融解によって

氷が消滅 した場合には潜在 していた排他的経済水域制度が再び適用される

と考えることは可能であろうか。おそらくこの議論は採用 し得ないであろ

う。なぜなら氷結区域は他の海域とは異なり,環 境汚染に対 してきわめて

脆弱であることが制度形成の主たる理由だか らである。つまり,氷 が融解

しても 「脆弱性」が確認 される限 り,「氷結区域」の制度は維持 されると

考え られる。従って,上 記 したすべての要件が満たされた場合にのみ沿岸

諸国の規制措置は適用可能となるのではな く,「海洋環境の汚染が生態学

的均衡に著 しい害又は回復不可能な障害をもたらすおそれのある水域」と

の文言を重視 したかたちで同条を解釈することが制度の趣旨に適うといえ

る。よって,仮 に北西航路の氷が消滅 した場合には,カ ナダはUNCLOS

第40条,41条,42条 に規定されている一般的規制権限を海峡沿岸国として

いわば潜在的に獲得すると同時に,第234条 についても重層的な適用が可

能となろう。第234条 は第8節 として独立 した規定であることから,先 に

見たように執行権限に関する他の規定に影響を受けないと考えられるか ら

である。従 って北西航路においては第234条 が依然 として適用 されること

になる。もっとも,可 能性の問題としては,将 来の特定の時点において氷

が完全に融解 しかつ環境の変化等により 「脆弱性」が他の海域と大差なく

なった結果として第234条 を支えている前提条件そのものが崩れ去 るよう

な場合には現在の制度が適用されな くなることも考えられなくはない。

(3)群 島水域制度の適用可能性

UNCLOSは 第4部 で新たに群島国の制度を設けた。 もし自国沿岸に国

際海峡を擁する国家が自らを群島国であると主張 し,そ れが認められた場

合には当該海峡における通航は群島水域制度を定める第4部 の制度の下の

群島航路帯通航権制度へと移行すると考えられるG謁。

㈹UNITEDNATIONSCONvENTIONONTHELAWOFTHESEA,1982:ACOM./
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この点,同 条約第46条 は群島国とは 「全体が一又は二以上の群島か ら成

る国をいい,他 の島を含めることができる」としている。群島国は一定の

制約の下で群島基線を引 くことができ,そ の内部は主権の及ぶ群島水域と

なる(同 条約第47条,第49条)。 しか し,条 約が定める定義 と要件に照 ら

した場合,カ ナダがUNCLOS上 の群島国家でないことは明らかであ り,

またそうした承認が国際社会に黙示的にであれ,存 在 しているとも考え ら

れない。それは他の北極海沿岸諸国についても同様である。従って群島水

域制度はカナダを含む北極海沿岸諸国に適用することができない し,カ ナ

ダ政府も少な くともマ ンハ ッタン号事件の時点では群島の地理的一体性を

認めていなかったG諭。 もっとも,北 西航路を含む北極海群島海域の法的地

位及び沿岸国の管轄権及び利用国の国際法上の権利義務を考える際に,

UNCLOSに おける群島水域の制度をアナロジーによって適用ない しは参

照することは可能であろう。例えば群島水域における主権の存在及びその

行使に関する第49条,第52条 の無害通航権,第53条 の群島航路帯通航権の

設定などを関連規定として挙げることができる。さらに第54条 は,群 島航

路帯通航中の船舶及び航空機の義務,調 査活動及び測量活動,群 島国の義

務,群 島航路帯通航に関する群島国の法令制定権などについては,国 際海

峡における通過通航権の規定を準用するとしてお り,こ こには群島水域と

国際海峡制度の接点がみられる。もっとも,カ ナダは一貫 して北極海群島

海域は(歴 史的)内 水であると主張 している 言い換えれば通過通航権

が認められる国際海峡ではないと主張 している ためこれらの規定の適

用には強い抵抗を示すことが予想される。

(4)内 水制度の適用可能性

それではUNCLOSの 内水制度は直線基線に囲まれた北極海群島海域に

＼MENTARY,5醒 ρπmote60,at292.

G3㊦ERIKFRANCKx,∫ μρ'ηnote2,at83。
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適用することが可能だろうか。すでにみたように,カ ナダによる直線基線

の内側水域が完全なる内水であるとの主張03Dに対 して米国はUNCLOSの

規定を援用 して反論 している㈹。まず内水について定める同条約第8条2

項は,第7条 に従って定められた 「直線基線がそれ以前には内水とされて

いなかった水域を内水として取り込むこととなる場合には,こ の条約に定

める無害通航権は,こ れらの水域において存続する」としている0講。 さら

に海峡制度の適用範囲を定める第35条 も同種の規定を置いている。

第35条

この部 のいか なる規定 も,次 の ものに影響 を及 ぼす ものではない。

(a)海 峡 内の内水 である水域。 ただ し,第7条 に定め る方法 に従 って定 めた直線

基線が それ以前 には内水 とされていなか った水域を内水 と して取 り込 むことと

な るものを除 く。

(b)海 峡沿岸国の領海を越え る水域の排他的経済水域又 は公海 と して の法的地位

(c)。。・・。・(田各)

㈹1975年 に カナ ダの 高 官 は,北 西 航 路 が 国 際 的 な利 用 に供 さ れ て お らず,ま た,

同 国 が 北 部 の 北 極 海 を カ ナ ダ の 内 水 で あ る と み な し て い る こ と か ら,UN-

CLOSの 国 際 海 峡 制 度,す な わ ち通 過 通 航 レ ジー ム が適 用 され な い と述 べ て い

る。 ∫θ6DONATPHARAND,∫ 配P雌note2,at88(citingP'ηc86読'z8∫(ゾ ∫∫αη4〃z8

Cα π1磁 ε60πEκ'α7zα1ん伽1写 侃41Vα ∫'oπαJD@η ∫¢No.24,22May1975,at6).

㈹ す で に 指 摘 した よ う にUNCLOSの 当 事 国 で な い米 国 が 同条 約 の 規 定 を 援 用

す る の は,そ の 規 定 の 内 容 が 国 際 慣 習 法 と な っ て い る とい う同 国 の 立場 の 現 れ

で あ ろ う。

㈹ こ の 規 定 は 群 島 水 域 制 度 と排 他 的 経 済 水 域 制 度 を意 識 した 若干 の 修正 が 加 え

られ た点 を 除 き,ほ ぼ1958年 条 約 の 対 応 規 定 を そ の ま ま踏 襲 して い る。 な お,

こ の規 定 は 当然 の こ とな が らUNCLOS第7条3項(「 そ の 内 側 の 水 域 は,内 水

と して の規 制 を受 け る た め に 陸 地 と十 分 に 密 接 な 関 連 を有 しな け れ ば な らな

い」)と 相 互 に 関 連 す る もの で あ る。UNITEDNATIONSCONvENTIONONTHE

LAwOFTHESEA,1982:ACOMMENTARY,∫ π1ア'unote60,at105-6。
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従って仮にカナダの直線基線を認めた場合において も,第8条2項 及び

第35条(a)の規定により,北 西航路が完全な内水であると主張するカナダに

法的に対抗することが可能であろう。すなわち,直 線基線を用いた結果,

国際海峡内の領海を新たに内水として切 り取る結果となった場合には,内

水であるにも関わらず通過通航制度が適用されることになる。カナダ側と

しては,直 線基線を引いた当時すでに当該水域内は歴史的内水であったと

いう議論及び当該水域は国際海峡ではないので第35条 自体が適用されない

といった議論に依拠することになろう。

確かに第8条2項 及び第35条(a)の解釈上,直 線基線で取 り込んだ水域

が,伝 統的に国際社会によって歴史的内水として扱われてきた(な い しは

それを裏付けるような利害関係諸国の黙認が存在 してきた)場 合には,無

害通航権又は通過通航権が認められないと捉えることも可能であろうG卿。

事実,カ ナダは歴史的権限に基づいて北西航路を含む群島海域が内水であ

ると主張 してきた。だが,そ うした主張は2つ の点で困難があるように思

われる。まず,少 なくとも1980年代初頭の時点では北西航路はカナダの領

海を構成 していた(1970年 にカナダが領海を3カ イリから12カイ リに拡大

した結果,北 西航路の大部分が領海 となった)の であり,群 島内の水域が

歴史的な理由により内水であるとの主張を具体的に裏付ける国内的措置は

見当たらない。むしろ直線基線を導入する以前のカナダの国内立法は北西

航路を含む群島海域をカナダの内水ではなく,領 海として扱 っていた証拠

を形成 している。さらに,歴 史的内水の主張により無害通航又は通過通航

権の行使を妨げようとするカナダの試みに対 しては,重 要な利害関係国で

⑳ 第35条(a)は 「それ以前 には内水 とされていなか った水域」 という条件 を付 し

てい るた め,仮 に直線基線 内側 水域 が歴 史的内水であ ると認め られ るような場

合 には,当 該水域 は 「それ以前 において も内水 とされてい た水域」 と して扱 わ

れ ることにな り,従 って第35条(a)の反対解釈 によ り,国 際海峡 につ いて規定す

る第3部 が 当該水域 には適用 されな くな ると考え られ る。
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ある米国によるたび重なる正式な抗議が存在 している㈹。従って,少 なく

とも北西航路が内水であるという主張はとりえないように思われる。

(5)北 西航路の3協gα26r∫∫な法的地位

こうして,氷 の融解及び技術革新により第234条 にいう 「通航の危険性」

が著 しく低下 し,国 際的なエネルギー需要の増加とも相侯って船舶の通航

量が増加 した場合に,北 西航路においていかなる通航権制度が適用される

のか,と いう問題について一義的な解答を与えることは容易でない。この

問題は三つの事実によって一層複雑化 している。第一に,そ の水域がカナ

ダの直線基線によって囲まれている事実,第 二に,そ の水域の氷が減少傾

向にあるという事実,そ して第三に,北 西航路が国際海峡性を判断する際

の 「地理的基準」を満た しているという事実である。

第234条 が同海域に依然 として適用 されることは明らかであるが,北 西

航路を含む直線基線で囲まれた群島海域が内水であるとのカナダ政府の主

張は国際社会には受け入れられていない。だがそれを国際海峡として扱う

ことにより通過通航権制度を適用させることも,国 際海峡性の 「実質的基

準」に鑑みて問題があることに加え,第234条 の制度趣 旨に反 してお り,

同様に困難であると考えられる。カナダ政府は北西航路を含む北極海群島

海域が内水であると一貫 して主張してきた。それに対 して直接の利害関係

国である米国は同航路が国際海峡を構成するとの立場から正式に抗議を行

い,場 合によっては砕氷船の航行という具体的な国家実行も示 してきた。

結局のところ,直 線基線の導入を含むカナダの長年の実行と利害関係諸国

の抗議 と黙認が北西航路を依然として法的地位を確定的な文言で表すこと

のできない 画88π副∫な暫定的制度 として成立 させることになり,当 面は

これが妥当な結論であるように思われる"⑫。そうすると,北 西航路におけ

C4DERIKFRANCKX,甜P'unote2,at103.

㈹ こ の点,北 極 海 号 事 件 の 当 時,も し国 際 司 法 裁 判 所 が カ ナ ダ と米 国 の対 立 に/
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る,氷 の融解による将来的な通航の量的増大は,直 ちにUNCLOS上 の「国

際海峡」制度及び 「通過通航」制度を招来するというべきでなく,そ の法

的地位は沿岸国であるカナダの第234条 又は同国の主張によるところの内

水制度に基づ く管轄権維持 ・強化の要求と,自 由な通航を確保 したい他の

利害関係諸国との間を往復する 「作用一反作用」の力学,関 係諸国間で行

われる外交交渉あるいは何 らかの制度設計の試みに委ね られることにな

る。それは2国 間でなされることもあるし㈹,多 国間の条約体制を目指し

た国際会議の形をとることも考えられよう。 こうした試みの推進力となる

のはその相対的にニュー トラルな価値のゆえ国際的な協力へと結びつきや

すい 「科学調査」あるいは 「共同開発」 といった利害関係国間の最大公約

数であるように思われる。事実,周 極地域においては北西航路の法的地位

の特殊性を左右するであろういくつかの緩やかな制度形成が試みられてい

る。

IV周 極地域における国際協力の展開

すでに触れたように南極と北極の地理学的,地 質学的,気 候及び戦略的

価値の相違は,前 者をさまざまな条約を通 して 「国際化」した。すなわち,

＼ つ い て判 断 を 下 して い た な らば,お そ ら く,裁 判 所 は カ ナ ダ と米 国 の 主 張 の 中

間 を取 る形 で,北 西航 路 を カ ナ ダ の 領 海 に類 似 した もの と み な し,そ こに お け

る米 国 の無 害 通 航 権 を 認 め る形 で 判 断 して い た だ ろ う,と 述 べ る論 者 もあ る。

TedL.McDorman,即'unote26,at636.568αZ30,DONATPHARAND∫ 尻一

ρrαnote2,at102-5.

G⑬ ∫8¢ag.,RoyA.Perrin皿,Crα ∫配,zg跣ro配gh論61c〆 乙8gαJCo〃 甜oJ(ゾ

読61Vor'伽 ・ε∫'勘 ∬αg60r陥o∫hα 〃 わ6`E仰 αηrげ 漉61Vor漉',13TUL

MAR.LJ.139(1988).こ の論 者 は北 西 航 路 が国 際 海 峡 で あ る とい うア メ リカ

側 の 見 解 に傾 斜 しつ つ も,両 国 間 の 交 渉 を 最 適 の 解 決 策 と して提 案 して い る。

す で にみ た よ う に,少 な く と もカ ナ ダ と米 国 間 に は問 題 を 「棚 上 げ」 した二 国

間 の 実 務 協 定 が 存 在 して い る。
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セクター理論に代表される南極大陸に対する領域主権の主張という南極を

めぐる各国の対立状況をいかにして法的又は政治的に解決するかという問

題は,第2次 世界大戦後には南極大陸における領土紛争をどのように防止

し,そ の地域をいかにして国家間で管理するかという,南 極の国際化の問

題へと変容 していったq翰。南極の平和利用,国 際協力,領 土権及び請求権

の凍結などを定める1959年 の南極条約を中心 とする条約体制はその代表的

な成果である。

南極とは異なり,北 極地域は基本的に周極圏諸国の明確な管轄権の下に

服するため,こ の地域における環境保全は専 ら当該国の国内環境法に基づ

いていた㈹。 しか し北極地域が地球環境全体の維持について果たしている

役割や同地域の環境状態の悪化が次第に明らかになるとともに,北 極圏諸

国の間においても1970年代から安全保障,管 轄権,環 境保護,科 学調査な

どに関 して二国間及び多国間の枠組みがみられるようになっている。例え

ば1973年,カ ナダ,デ ンマーク,ノ ルウェー,ソ 連及び米国はホッキ ョク

グマ保存協定を締結 しているG⑮。だが,特 に北極海の科学調査に関 して新

たな枠組みが登場するのは冷戦崩壊後であるG4み。北極圏諸国は1991年 に北

極環境保護戦略(AEPS)㈹ を採択 し,さ らに1996年 にはカナダのオタワで

北極理事会(theArcticCouncil)を 設立する宣言㈹を採択 した。

(1⑳ 池 島 『前 掲 書 』(註(8)),35頁 。

(1⑤PHILIPPESANDS,PRINCIPLESOFINTERNATIONALENVIRONMENTAL

LAw711(2d.ed,2003).

(llΦAgreementonConservationofPolarBears,131LM13-18(1974),

㈲1987年,当 時 の ゴル バ チ ョフ書 記 長 は,北 極 海 航 路 を開 放 す る可 能 性 を示 唆

した が,こ れ は そ れ ま で の ソ連 の 北 極 海 に 関 す る政 策 を大 幅 に転 換 さ せ る もの

で あ った。 ∫86ERIKFRANCKx,∫ 叩 瓶note2,at265,1989年 に は,ソ 連 の

船 舶 が ドイ ツ か ら 日本 へ 北 極 海 ル ー トを 使 用 して 金 属 を運 搬 し,1991年 に は フ

ラ ンス船 が フ ラ ンス か ら 日本 へ の航 海 を許 可 さ れ て い る。 砿at266.

(1⑱ArcticEnvironmentalProtectionStrategy,301.L.M.1624(1991).

(1⑲DeclarationontheEstablishmentoftheArcticCouncil,351.L.M./
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北極環境保護戦略は,フ ィンラン ドのイニシアティブにより北極圏諸

国,す なわちカナダ,デ ンマーク,フ ィンラン ド,ア イスラン ド,ノ ル

ウェー,ロ シア,ス ウェーデン,米 国の8力 国の間で作成された非拘束的

な国際文書であるが,「UNCLOSに 反映された慣習国際法を含む国際法に

従った,国 内法を通 した同戦略の履行」が予定されている鵬。同戦略は北極

圏諸国に共通する6つ の環境上の問題㈹の解決に向けた行動計画を策定す

るとともに,北 極地域の環境に関する情報を共有することによって同戦略

の効果的な実施を確保するための 「北極観測評価プログラム(AMAP)」

を設立 したG53。また,同 戦略の随所において先住民族及び先住民族組織の

果たす役割が強調されている点も特徴的である。

北極理事会は,こ の北極環境保護戦略に体現 された政策を調整す るた

め,上 記した8つ の北極圏諸国によって設立された政府間フォーラムであ

る。通常の国際組織とは異なり,同 理事会は条約ではな く宣言によって設

立 されている。 この点,南 極地域に条約体制が整備されている状況と比較

すると,北 極地域における 「国際化」は,そ の是非は別として,依 然とし

て緩やかな協力体制に留まっているといえよう㈹。同理事会は,先 住民族

の利害を反映する6つ の国際組織に対 して参加資格を与え,さ らにフラン

ス,ド イツ,オ ランダ,イ ギリス及びポーランドの5ケ 国,自 然保護連合

＼1382(1996).

05ΦArcticEnvironmentalProtectionStrategy,3ゆ πznote148,at1630.

㈹ 難 分 解 性 有 機 汚 染物 質,油 汚 染,重 金 属,騒 音,放 射 能,酸 性 化 の6つ が取

り上 げ られ て い る。 配at1633-34.

G砂 」匹鳳at1655-56.

㈹ 「南 極 条 約 に お け る 国 際 化 の 特 徴 は,争 い が あ る た め に 領 域 主 権 の 帰 属 が い

ま だ確 定 して い な い領 域 を,国 際 的 に 管理 す るた め に,あ る法 的 枠 組 み の下 に

置 いた 点 で,国 際 河 川 や 国 際運 河 に代 表 され る機 能 的 国 際 化 と も区 別 さ れ うる

もの で あ る」(池 島 『前 掲 書 』(註(8)),44頁)が,北 極 周 辺 につ い て は依 然 と し

て 「法 的 枠 組 み」 も 「機 能 的 国 際化 」 も達 成 され て い な い た め,さ ら に別 の国

際 化 の 特 徴 を 帯 びて い る と考 え られ る。
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(IUCN)や 国連環境計画(UNEP),国 連開発計画(UNDP)と いった9

つの国際機関,海 洋汚染防止諮問委員会(ACOPS),北 極圏国際科学委員

会(IASC),周 極保健国際連合(IUCH),世 界自然保護基金(WWF)と

いった9つ の非政府組織に対 してオブザーバーの地位を認めている働。北

極理事会は科学者,政 策立案者,政 策決定者,北 極圏居住者間の対話を奨

励 しており,コ ンセンサス方式による理事会の決定は,そ うした対話の過

程から得 られる科学的知見㈹や先住民族の伝統的な知識に大きく影響され

ている。 もっとも理事会は科学的知見の共有,情 報伝達を主な任務として

おりq附,実施については各国ないしは各国内の地方政府 レベルが担当する

ものとされている。

北極理事会は環境,社 会,経 済という3つ の柱を扱うことを使命とする

持続可能な開発のための地域的なフォーラムであり,事 実,北 極理事会の

設立宣言の各所には持続可能な開発への言及がみられるGlゆ。 また,1997年

に開催 された北極圏の環境保護に関する第4回 北極圏諸国首脳会議におい

て採択 されたガイ ドラインG講は,例 えば,環 境影響評価,環 境モニタリン

⑭ 北 極 理 事 会 の活 動 の詳 細 につ い て は理 事 会 の ウ ェ ブサ イ トを 参 照 。Arctic

Council,http://www.arctic-counciLorg/(1astvisitedFeb。5,2007).

⑮ 科学 的 な 調 査 に 関 して は テ ー マ ご とに 「持 続 可 能 な 開 発 」(SDWG),「 モ ニ

タ リ ン グ及 び 影 響 評 価 」(AMAP),「 海 洋 環 境 保 護 」(PAME),「 動 物 群 及 び

植 物 群 の 保 全 」(CAFF),「 緊 急 事 態,防 護 措 置」(EPPR)と い った 作 業 委 員

会 が設 け られ て い る。

㈹ 北 極 理 事 会 で は2年 に一 度,加 盟 国 の 代 表 に よ る会 合 が 開 か れ て い る が,そ

の 間 の 活 動 は加 盟 国 の 代 表 と 先 住 民 族 の代 表 に よ り構 成 さ れ る委 員 会(Com-

mitteeoftheSeniorArcticOfficials)に よ って お こな わ れ る。

Glり 例 え ば設 立 宣 言 の前 文 。"Affirmingourcommitmenttosustainablede-

velopmentintheArcticregion,includingeconomicandsocial

development,improvedhealthconditionsandculturalwell-being."

DeclarationontheEstablishmentoftheArcticCouncil,5ゆ1ηnote

149,at1387-88.

㈱ArcticEnvironmentalProtectionStrategy:ArcticOffshoreOil&

GasGuide正ines(1997),http://www,mms.gov/alaska/cproject/conf-/
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グ,廃 棄物処理,解 体処理 というような沿岸石油開発及びガス田開発にお

いて遵守すべき一般的規準を定めているが,そ の中には 「予防原則」,「汚

染者負担の原則」,「持続可能な開発」に関するさまざまな具体的行動準則

も含まれている。北極海航路について も,2003年 から北極海航路東部及び

オホーツク海を加えた地域を対象 として新たな海洋 レジームを視野に研究

が進められており,そ の中核概念としてやはり持続可能な開発が掲げられ

ている。それはこの概念が 「汚染に対 して脆弱であり,地 球環境の面から

も重要な地域とされる北極 ・亜極域における開発を考える上では欠 くべか

らざる概念」㈱だか らである。

南極条約締結の直接的なきっかけは米国のイニ シアティブによる度重な

る公式及び非公式の準備会合であったといわれるが,そ の潜在的な契機は

1957年 か ら1年 半設定された 「国際地球観測年(IGY)」 の存在であった㈹。

つまり,「科学の分野における国際協力という,一 見中立的な性格のように

思われる事業であったことは,た とえ各国の本心がどうであれ,結 束を容

易にし,協 力を加速させるに十分であった」といえるqlD。同様に,北 極海

沿岸諸国が,と りわけ環境保護や海洋の科学調査の側面で国際的に協力 し

つつ,持 続可能な海洋の利用及び開発を模索 していくことが,北 極の法的

地位及び航行に関する問題の解決を促進するであろう。それが既存の制度

を維持 したまま推移 していくのか㈹,新 たな条約体制が構築 されるのか,

＼meet/pame/guidelines.htm.

㈹ 財団法人 シップ ・ア ン ド・オー シャン財団 「北極海航路を巡 る国際研究事業」

『船 と海のサイエ ンス』第3巻,海 上技 術安全研究所,2003年,67頁 。

㈹ 池島 『前 掲書』(註(8)),40頁 。

(16D『同上書』,46頁 。

([⑫UNCLOSは 第123条 において閉鎖海 又は半閉鎖海 に面 した諸国 による協力

義務 について規定 して いる。 これ によれ ば沿岸諸 国は直接 に又は適当な地域的

機 関を通 じて,海 洋生物資源管理,海 洋環境 の保護,海 洋 の科学調査な どにつ

いて協力が求め られ ることにな る。 しか し,北 極海 が半 閉鎖海であ るか否か に

ついては議論が多 く,同 条の適用可能性 につ いては未知数であ る。 また,同 条/
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あるいは 「北極理事会」のような条約に基づかない緩やかな制度形成が模

索されるのか㈱ という点については確定的な結論を与えることはできな

い。 しか しなが ら,様 々な価値 の交錯の中か ら導き出される"統 合体

(synthesis)"と して の 「持 続 可 能 な 開 発 」概 念 及 び それ を 中心 に展 開

する様々な環境保護に関する原則及び規則 に依拠した条約規定の解釈

及び国際協力が,北 西航路を含む北極海全体の法的地位及び国際航行の問

題あるいは周極諸国の沿岸国管轄権の問題を解決する制度設計の重要な糸

口 とな るの は 確 か で あ ろ う。

V結 語

北西航路を含む北極海群島海域に対する管轄権の拡張においてカナダ

は,沿 岸国の安全保障という個別的利益のみならず,北 極海の自然環境保

護,先 住民であるイヌイットの人権 といった普遍化可能な利益をも主張に

加えることによる,正 当性の国際的承認の獲得という接近方法を採用して

＼約 の第211条6項 が定めてい る,「特別の事情」が存す る排他 的経済 水域 内の海

域 における 「特 に敏感 な海域(PSSA)」 の設定及 び 「関連 保護手段(APM)」

の指定 とい う方法 も考 え られるが,第234条 が適用 され る限 り,そ れ らの必 要性

は相 対的に低 いまま にとどまるように思われ る。 さ らに,船 舶起 因汚染 につい

ては海洋汚染 防止条約1978年 議定書(MARPOL73/78)付 属書 が定 める 「特 別

海域(specialarea)」 の指定 という方法 も考え られ る。 この点,南 極は厳格 な

基準 が適 用 され る付属書1及 びIIの 特別海域 と して指定 されているが,北 極 は

依然 としてそ うした指定 を受 けるに至 っていない。

㈹ 法 的拘 束力 のあ る 「国際約束」のみな らず,法 的拘束力 を持 たない一定 の国

際 的な 「合意」 も,国 際社会の現実を背景 として 同様 の要素 や機能 を共有 して

お り,両 者 は確 かに法的拘束力及び正統性の点で相違 があるが,そ の相違 は相

対 的である とい う主張 も存在す る。 中村耕一郎 『国際 「合意」論序説 一 法 的

拘束力 を有 しない国際 「合意」について』東信堂,2002年 。 この点,Sandsは

北極理事会 のよ うな設立条約に基づかな い諸制度 は発展 の第一段 階であ り,そ

れ らはよ り実効性 のあ る制度及び実体規則 によって将来的 には置換 される必 要

が ある としている。PHILIppESANDs,甜p雌note146,at731.
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いた。 もっとも,そ の背後には力の行使による実効性の維持 という要素が

隠れていたとみるべきなのか もしれない。いずれにせよ,非 金銭的な価値

を体現する北西航路において当時発生 した外国船舶の航行 という問題に際

し,既 存の国際法規を遵守する同国のインセ ンティブが低下 し,同 国をし

て北西航路を含む沿岸水域全体の囲い込みへと至 らせたといえる。

そこでは周極地域の自然環境保全などの非金銭的利益と,自 由な国際航

行という経済的価値を内包する海峡としての価値が相克 していると考え ら

れる脚が,そ うした場合には国際制度の形成は困難とな り,ま た制度形成

に成功 した場合でも遵守へのインセンティブは不安定なものとなることが

予想される。特に北西航路については,そ れが脆弱な生態系を抱える北極

海に位置しているためとりわけ環境に対する影響に考慮が必要である点,

働 ただ し,こ の点については海峡沿岸国の側 も天然資源 の採取,環 境 損害 の除

去費用 の低 減,通 航 料の徴収 とい った形で経済的 に恩恵 を被 るこ とも考 え られ

るのであ り,単 純 な二項 対立 に還元す るの は適 当で ないか もしれない。 しか し

なが ら,や は りカナダはそ こか ら得 られ る経済的価値 よ りも,自 然環境保護 な

どの非金銭 的価値 に依拠 して いたよ うに思 わ れ,そ こに は国際市場 にお ける

「市場性(marketability)」 の問題 は介在 していなか ったとい うべきであろ う。

この点 に関 し,陸 地 と海 洋の権 限取得の相違を歴史的及 び機能的 な観点 か ら考

察 しつつ,そ れ らの共通 項 を探 るこ とを試 み る論稿 と して,LeaBrilmayer

&NatalieKlein,L侃4α π45「6広τ砂o∫ovθ箔召∫9'πyR69耽63∫π5「8αハ凶qブ α

Co17襯o'zD8πo雁'鷹oろ33N.Y.U.J.INT'LL.&POL.703(2001)を 参照。

彼 らによれ ば,陸 地 に対 する権 限取 得が実効的支配 によって おこな われてきた

の に対 し,沿 岸 の海洋 区域 に対 する権限取得は,直 接的な消費 よ りも間接 的な

価値の創造一 つ ま り国際市場 を通 じた利益の享受,す なわ ち 「市場性」 一

によるこ とが多いため(砿at704-6,733-35,749-50),主 に国際的な正 当性

を獲得 しうるような法 的操作 によ り達 成 されて きた という。だが,こ の市場性

の問題 は陸地資源 につ いて もあてはまるのであ り(彼 らは いわ ゆる 「戦争 ダイ

ヤ」を例 と して挙 げて いる),従 って この基準 を共通項 として採用 す る場合 に

は,た とえ陸地 と海洋 との間に物質 的及 び性質 上の相違が存在す ると して も,

その権 限取 得態 様の相 違 は結 局相 対的 な もの にと どま ることに なる α4.at

749-53)。 つ ま り,陸 地 と海洋 の単純 な二 分論 ではな く,そ こか ら産 出され る資

源の性質に よって所与の国際制度の成否が決定 され るということで あろう。
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先住民 としてのイヌイットの権利,カ ナダ政府の歴史的な権利の主張及び

カナダ国民の同海域に対す る特別な思い入れ,と いった諸要素に鑑みた場

合,や はり通常の国際海峡 とは異なる法的地位にあり,ま たそれゆえ特別

の制度形成が求められるように思われる。 この点,本 稿の最後にみたよう

に北極圏周極地域において進められている国際協力は,主 権及び管轄権の

問題をある程度捨象 したうえで,自 然環境の保護及び先住民の人権を一方

の軸とし,開 発及び海域の積極的利用を他方の軸 として,そ の両者を調和

させる観点か ら実体的な共通利益の接合点を模索 しているといえる。これ

はしばしば政治的スローガンであると椰楡されることもある 「持続可能な

開発」概念が,ま さにその政治性のゆえに,所 与の領域において国際的な

協力とそれに続 く制度形成の指針として一定の役割を発揮 していることを

示す ものと考えられる㈹。自然環境の不可逆的破壊を予防することを目的

として沿岸国が管轄権の拡大 ・強化をおこなう場合において も,当 該水域

において沿岸国の主張に諸国の経済的利益を加味 した実効的な管轄権が国

際的な合意により達成されるときには,沿 岸国の 場合によってはより

厳格な 規制権限の下で,当 該水域の国際的利用が実現することも考え

られる。特に北西航路については,沿 岸国であるカナダは同航路の国際的

な利用の可能性を否定しているわけではない。国際的な合意,あ るいはよ

り緩やかな何 らかの国際制度により北西航路の特殊性に配慮 した環境保護

のための沿岸国管轄権が認められるならば,「直線基線による囲い込み」と

㈹ こ の こ とは,こ の概 念 が そ れ 以 上 の 機 能 を 果 た さな い こ と を意 味 す る わ け で

は な い。 例 え ば,エ ビ輸 入 規 制 事 件 に お い て 上 級 委 員 会 は,第20条 の文 言,具

体 的 に は(9)項 の 「有 限天 然 資源 」及 び 同 条 の柱 書 を 解釈 す る際 にWTO協 定 前

文 に掲 げ ら れ た 「持 続 可 能 な 開 発 」 の 考 え 方 に 照 ら して 解 釈 す る と し た。

WorldTradeOrganization:UnitedStates-lmportProhibitionof

CertainShrimpandShrimpProducts,3叩,ηnote103,at154-55,162-

63。 同 事 件 で は こ の概 念 の政 治 性 で はな く,開 発 途 上 諸 国 と先 進 諸 国 の 双 方 が

受 入 れ た基 本 原 則 な い しは理 念 と しての 側 面 が 重 視 され て い た と い え る。
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「環境基準を遵守する船舶の自由航行」の両立が実現す る可能性 もある。

もっともこの点については決 して予断を許すものではな く,一 方的な国内

措置を含む今後の利害関係国による国家実行 と,周 極地域における国際協

力の進展を見守 っていく必要があるだろう。

北西航路及び北極海航路は将来欧州 とアジアを結ぶ重要な航路 となりう

る。従 ってわが国もエネルギー政策の推進及び国際物流における海上ルー

トの確保並びに北極の環境保護及び同地域に関する多様な科学的データの

集積の必要性からして北極圏における国際的な制度形成に向けて積極的に

関わっていく必要があるように思われる㈹。

㈹ ロシア北部沿岸を横断す る北極海航路 は国際商 業航路 として 日本 にとって も

魅力的であ る。例え ば,ハ ンブルグと横浜 間は,ス エズ運河を経由す るの と比

較 して40%航 海距離が短縮 され る。財 団法人 シップ ・ア ン ド・オー シャン財団

「前掲論 文」(註㈹),65頁 。そのため北極海航路の利用可能性 に関す る国際的な

共 同研 究事業が徐 々に進め られてい るとい う。「同上」,65-67頁 。
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【資料】北西航 路(ル ー ト1及 びルー ト2)
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